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Ⅰ はじめに 

１ 取組の背景 

 わが国では、インフルエンザは通常 12月頃から翌年の 3月頃の冬季に、毎年

必ず流行する感染症である。インフルエンザウイルスは抗原性の違いにより、

Ａ、Ｂ、Ｃの 3型に分類され、流行を引き起こすのはＡ型とＢ型である。 

一方、特にＡ型の突然変異による新型インフルエンザは、季節を問わず発生

する可能性があり、ほとんどの人が免疫を獲得していないため、世界的な大流

行（パンデミック）となりうる。 

これまで、新型インフルエンザウイルスによるパンデミックは、毒性の強弱

は見られるが、10 年から 40 年の周期で発生している。（大正 7 年のスペインイ

ンフルエンザ、昭和 32 年のアジアインフルエンザ、昭和 43 年の香港インフル

エンザ）最も近年では、平成 21年に、新型インフルエンザ A/H1N1（現在は、季

節性インフルエンザとして「インフルエンザ H1N12009」と呼ばれる。）が発生し

た。 

また、インフルエンザ以外にも、未知の感染症である新感染症の中でその感

染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものが発生す

る可能性がある。 

これらが発生した場合には、国家の危機管理として対応する必要があること

から、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響を最小と

することを目的に、国、地方公共団体、指定公共機関、事業者等の責務、新型

インフルエンザ等の発生時における措置及び新型インフルエンザ等緊急事態措

置等を定めた「新型インフルエンザ等対策特別措置法」（平成 24年法律第 31号。

以下「特措法」という。）が平成 24 年 5 月に制定された。さらに、平成 25 年 6

月には、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」（以下「政府行動計画」と

いう。）、同年 10月には、「兵庫県新型インフルエンザ等対策行動計画」(以下「県

行動計画」という。)が作成された。 

 これら国、県の動き及び新型インフルエンザ A/H1N1対策の経験を踏まえ、「小

野市新型インフルエンザ等対策行動計画」の策定を行うこととした。 

 

２ 市行動計画の策定 

 本計画は、小野市の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に

関する事項、市が実施する措置等を示したものである。 

 なお、この計画においては、特措法や政府及び県行動計画を踏まえて、以下

の感染症（以下、「新型インフルエンザ等」という。）を対象とすることとする。 

 ・感染症法第６条第７項に規定する「新型インフルエンザ等感染症」（以下「新 
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型インフルエンザ」という。） 

 ・感染症法第 6 条第 9 項に規定する「新感染症」で、その感染力の強さから

新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きなもの 

 本計画は、特措法第８条に規定する市町村行動計画に位置づけるとともに、

政府及び県行動計画の改訂や新型インフルエンザ等に関する最新の知見等にあ

わせて、適宜、改定を行うものとする。 
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Ⅱ 新型インフルエンザ等対策の考え方 

 

１ 対策の目的及び基本的な戦略 

 新型インフルエンザ等の発生時期を正確に予知することは困難であり、また、

その発生そのものを阻止することは不可能である。また、世界中のどこかで新

型インフルエンザ等が発生すれば、我が国、そして本市への侵入も避けられな

いと考えられる。 

 病原性が高くまん延のおそれのある新型インフルエンザ等が万一発生すれば、

市民の生命や健康、経済全体にも大きな影響を与えかねない。 

 このため、新型インフルエンザ等については、長期的には市民の多くがり患

するものであるが、患者の発生が一定の期間に偏ってしまった場合、医療機関

のキャパシティを超えてしまうということを念頭に置きつつ、新型インフルエ

ンザ等対策を市の危機管理に係わる重要な課題と位置づけ、次の２点を主たる

目的として対策を講じていくこととする。 

 

（１）感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。 

  ・感染拡大を押さえて、流行のピークを遅らせ、医療体制の強化・拡充や 

ワクチン製造・流通のための時間を確保する。 

  ・流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして、地域医療の受け入れ 

のキャパシティを超えないようにするとともに、増加する患者について、 

地域医療の受け入れ態勢の拡充・強化を図ることで、必要な患者が適切 

な医療を受けられるようにする。 

  ・適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。 

 

（２）市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにする。 

  ・行政はもとより、市民及び事業者等が感染対策を実施することにより、 

感染の機会を減少させ、市民生活や市民経済の安定に寄与する事業者の 

欠勤者数を減らす。 

・医療機関及び各事業者の事業継続計画の作成・実施等により、医療提供 

の継続と、市民生活及び市民経済の安定に寄与する業務の維持に努める。 

 

２ 基本方針 

  新型インフルエンザ等対策は、発生前の準備、発生後の予防とまん延防止、 

適切な医療の提供と社会機能維持に大別される。その目的は前述のとおりで 

あり、社会全体の危機管理として取り組む必要がある。 
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（１）社会全体での取り組み 

社会全体で取り組むことにより効果が期待されるものであり、行政、医

療機関、企業、学校、市民など社会の構成員それぞれが連携・協力し、新型

インフルエンザ等対策に積極的に取り組む。 

 

（２）自らの健康は自ら守る意識の醸成 

新型インフルエンザ等の流行を乗り切るには、住民が自らの健康を守る

意識を持ち、正しい知識に基づいて適切に行動することが不可欠であり、平

時からの健康管理や身体づくりが求められる。このため、県と共に市は住民

に対して、十分な栄養と睡眠をとって健康に留意すること、基礎疾患を持っ

ている場合はその治療に努めること、肺炎球菌や季節性インフルエンザ等の

各種ワクチンを接種することなど、平素から健康管理についての啓発を行う

とともに、新型インフルエンザが発生した際には、適切な感染対策について

の積極的な啓発を実施する。 

 

（３）医学的ハイリスク者(※)への対応の充実 

   新型インフルエンザ等にり患することで重症化するリスクが高いと考え

られる妊婦や小児、透析患者など基礎疾患を有する者など、いわゆる「医

学的ハイリスク者」への対応を重点的に行う。 

※ 基礎疾患を有する者（呼吸器疾患、心臓血管系疾患を有する者等、発症すること 

により重症化するリスクが高いと考えられる者）及び妊婦 

 

３ 対策実施にあたっての基本的な考え方 

（１）病原性、感染力の程度に応じた対策の実施 

新型インフルエンザ等対策は、発生の段階や状況の変化に応じて柔軟に

対応していく必要がある。本計画においては、病原性の高い新型インフルエ

ンザ等への対応を念頭に置きつつ、発生した感染症の特性を踏まえ、病原性

が低い場合等の様々な状況に迅速に対応できるよう、病原性（重症者の発生

状況等）、感染力（発生患者数等）の程度に応じて３つの対策レベルを用意

する。 

具体的な対策の実施にあたっては、兵庫県の見解及び北播磨地区及び本

市での地域状況を考慮して、適切な対策レベルを選択するものとするが、発

生したインフルエンザ等の特性に応じ、対策項目ごとに具体的な対策を選択

していく。その際、兵庫県及び加東健康福祉事務所の指導、助言を活用して

柔軟に対応するものとする。 
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【対策レベルの目安の考え方】 

 病原性 

 ※ 重症化率 0.15%未満 重症化率 0.5%程度 致命率 2.0％以上 

 

 

 

感 

染 

力 

感染率 

20％未満 

   

感染率 

20％以上 

40％未満 

   

感染率 

40％以上 

   

※ただし、政府が緊急事態宣言を行ったときは、特措法第４章の規定による緊急事 

態措置が実施されることになるため、この場合、市は対策レベル３の対策を実施 

する。 

※重症化率（または致命率）、感染率は新型インフルエンザの発生時には不明な場合 

が多いことから、実際の判断にあたっては、病原性（重症者の発生状況等）及び 

感染力（発生患者数等）に応じて兵庫県が示す見解に注視し、兵庫県及び加東健 

康福祉事務所の指導・助言に基づいて市の対策レベルを判断する。 

 

（２）発生段階に応じた対応と対策の変化 

新型インフルエンザ等対策は、感染の広がりに応じて採るべき対応が異

なる。このため、状況の変化に即応した意思決定を迅速に行うことができる

よう、あらかじめ想定した状況に応じた段階を設け、各段階での対応方針を

定める。 

本計画では、政府行動計画に基づき、①新型インフルエンザ等が発生す

る前(未発生期)、②海外での発生（海外発生期）あるいは国内で発生してい

るが県内又は隣接府県では未発生(県内未発生期）、③県内又は隣接府県での

発生(県内発生早期)、④まん延（県内感染期）⑤小康状態（小康期）の５つ

対策レベル 1 対策レベル 2 対策レベル 3 

新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 

（A/H1N1)並 

低 高 

低 

高 

アジアインフ

ルエンザﾞ並 

スペインイン

フルエンザﾞ並 

対策項目ごと

に対策レベル

２を選択実施 

対策項目ごと

に対策レベル

３を選択実施 
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の発生段階に分類している。国における発生段階の移行については、海外や

国内での発生状況を踏まえて、政府対策本部が決定する。一方、兵庫県対策

本部は、国の決定に従って単純に段階を移行させるのではなく、国内各地域

や県内の発生状況を勘案し、必要に応じて国と協議したうえで発生段階の決

定とその移行を判断する。本市は、兵庫県対策本部の判断を参考に、加東健

康福祉事務所の指導・助言の元で発生段階の決定とその移行を判断する。 

これまで発生したインフルエンザの経験から、潜伏期間中や不顕性感染

の者が感染を拡大させる大きな要因になりうることもある。したがって、新

型インフルエンザ等の感染拡大を完全にふさぎとめることは困難であり、感

染を知り得た時点では、一定程度感染が拡大していることも考えられること

に留意しなければならない。 

また、発生段階の期間は極めて短期間となる可能性があること、必ずし

も順を追って移行するとは限らないこと、また、県内の地域によっては発生

段階に違いが生じることがあることを念頭におく必要がある。 

さらに、緊急事態宣言が行われた場合には、対策の内容を変更する必要

があることに留意する。 

 

【発生段階】 

※ 表内の「県」はすべて「市」と読み替える。すなわち、県内の状況を小野市の

状況とみなす。 

 県内(小野市)の状態 国の状態 

未発生期 新型インフルエンザ等が発生していない状態 

海外発生期 海外で新型インフルエンザ等が発生した状態 

（県内未発生期） 
県内又は隣接府県で新型インフルエンザ等

の患者が発生していない状態 

【国内発生早期】 

国内のいずれかの

都道府県で新型イ

ンフルエンザ等の

患者が発生してい

るが、すべての患

者の接触歴を疫学

調査で追える状態 

県内発生早期 

県内又は隣接府県で新型インフルエンザ等

の患者が発生しているが、すべての患者の接

触歴を疫学調査で追える状態 

（北播磨地域及び小野市で未発生であって

も、本市の対策はこの段階に対する対応とす

る。） 

 

 
【国内感染期】 

国内のいずれかの

都道府県で、新型

インフルエンザ等県内感染期 

県内で新型インフルエンザ等の患者の接触

歴が疫学調査で追えなくなった状態 

（北播磨地域及び小野市で未発生、又は小野
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市での発生早期であっても、本市の対策はこ

の段階に対する対応とする。） 

の患者が疫学調査

で追えなくなった

状態 

小康期 
新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水準で留まっ

ている状態 

 ※本計画において「隣接府県」は、京都府、大阪府、鳥取県、岡山県及び徳島県とする。 

 

  （参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   ◎北播磨地区及び小野市においての患者発生の有無にかかわらず、本市の対策は、

上記のとおり兵庫県が判断する発生段階にあわせて対応する。 

 

（３）新型インフルエンザ等発生時の社会への影響 

   新型インフルエンザ等による社会への影響については多くの議論がある

が、政府及び県の行動計画では次のような影響が一つの例として想定され

ている。 

  ・国民の 25％が、流行期間（約８週間）に最盛期を作りながら順次り患す 

る。り患者は１週間から 10日間程度り患し、欠勤する。り患した従業員 

の大部分は、一定の欠勤期間後、治癒し（免疫を得て）、職場に復帰する。 

  ・ピーク時（約２週間）に従業員が発症して欠勤する割合は、多く見積も 

って５％程度と考えられるが、従業員自身のり患のほか、家族の世話・看 

護等（学校・保育施設等の臨時休業や、一部の福祉サービスの縮小、家庭 

での療養などによる）のため、自らはり患していなくても出勤が困難とな 

る者、不安により出勤しない者がいることを見込み、ピーク時（約 2週間） 

には従業員の最大 40％程度が欠勤するケースが想定される。 

 

〈被害想定について〉 

 国は、政府行動計画の策定にあたって、現時点における科学的知見や過去に

世界で流行したインフルエンザのデータを参考に、一つの例として患者数等の

未発生期 海外発生期 

(県内未発生期） 

県内発生早期 県内感染期 小康期 

患
者
の
発
症
者
数 

発生段階 
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流行規模に関する想定を行っている。実際に新型インフルエンザが発生した場

合、これらの想定を超える事態も、下回る事態もありうることを念頭に置いて

対策を検討することが重要であるとしている。 

 また、新型インフルエンザの流行規模は、病原体側の要因(出現した新型イン

フルエンザウイルスの病原性や感染力等)や宿主側の要因（人の免疫の状態等）、

感染経路の要因（飛沫感染、接触感染等）、社会環境など多くの要因に左右され

る。病原性についても高いものから低いものまで様々な場合があり得るため、

その発生の時期も含め、事前にこれらを正確に予測することは不可能である。 

 さらに、想定にあたっては、新型インフルエンザワクチンや抗インフルエン

ザウイルス薬等による介入の影響（効果）や現在の我が国の医療体制、衛生状

況等を一切考慮していないことに留意するほか、この被害想定については、現

時点においても多くの議論があり、科学的知見が十分とは言えないとしている。 

 このことから、本計画では政府行動計画、県行動計画に想定している流行規

模に準じた被害想定を試算するものの、３段階の対策レベルをおくことにより

発生時の状況に応じて、兵庫県及び加東健康福祉事務所の意見を活用し、適切

な対策を選択することとしている。 

〈政府行動計画・県行動計画における被害想定及び本市の被害想定〉 

 全国 兵庫県 小野市 

り患者数 
全人口の 25％がり患する。 

3,195万人 140万人 12,400人 

医療機関を受

診する患者数 

約 1,300万人 

～約 2,500万人 

約 56万人 

～約 108万人 
5000人～9500人 

致命率の程度 中等度 重度 中等度 重度 中等度 重度 

入院患者数 
約 53万

人以下 

約 200万

人以下 

約 2.3万

人以下 

約 8.8万

人以下 

200人 

以下 

800人 

以下 

1日最大入院 

患者数 

10.1 

万人 

39.9 

万人 

0.4 

万人 

1.7 

万人 
40人 160人 

死亡者数 
約 17万

人以下 

約 64万

人以下 

約 0.7万

人以下 

約 2.8万

人以下 

70人 

以下 

250人 

以下 

※ 小野市住民基本台帳人口により試算。 

※ 入院患者数、死亡者数については、過去に世界で流行したインフルエンザのデータ

を参考にアジアインフルエンザ等での致命率を 0.53％(中等度）、スペインインフル

エンザでの致命率を 2.0％(重度)として、政府及び県行動計画の被害想定を参考に

想定した。 

※ 本想定は、ワクチン、抗インフルエンザウイルス剤の効果や現在の医療体制等を一

切考慮していない。 
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４ 本計画における主要な対策 

 本計画では、新型インフルエンザ等対策の２つの主たる目的である「感染拡

大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する」こと、及び「市民生

活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること」を達成するため、

戦略的に対策を実施することとしている。分野として、「(1)実施体制」、「(2)情

報収集・提供」、「(3)予防・まん延防止」、「(4)医療体制」、「(5)市民生活及び市

民経済の安定の確保」の５項目を設け、各項目の対策については、発生段階ご

とに記述するが、横断的に主要な対策について、以下に示す。 

 

（１）実施体制 

新型インフルエンザ等は、その病原性が高く感染力が強い場合は、国家

的危機事案であり、市としても、全庁体制で対応するとともに、国、県、健

康福祉事務所、事業者と相互に連携を図り、一体となった取組を行う。 

  市の体制 

    市は、新型インフルエンザ等が発生する前の段階では、関係部局等が 

連携・協力して新型インフルエンザ対策を総合的に推進するための方策 

を検討し、発生時に即応できるよう事前の準備を整える。 

 新型インフルエンザ等が疑われる事象が海外で発生した場合には、そ 

の段階に応じて、庁内における対策連絡会議(仮称)を実施し、情報共有 

や対策の準備を行う。 

    新型インフルエンザ等が発生し、政府対策本部が設置された場合には、 

県対策本部の設置に並行して、「小野市新型インフルエンザ等対策本部」 

を直ちに設置（特措法第 34条第 1項）し、県対策本部の基本的対処方針 

を参考にした上で地域特性や医療資源、発生状況に応じて、二次保健医 

療圏域での対策として加東健康福祉事務所が定めた方針に基づき、同事 

務所の助言を得ながら、対策項目ごとに本計画に定める３つの対策レベ 

ルから適切な対策を選定し実施する。 

 国が緊急事態宣言を行い、兵庫県が特措法第４章に規定する緊急事態 

措置を実施すべき区域（特定都道府県）として指定された場合には、兵 

庫県及び加東健康福祉事務所が緊急事態措置並びに県行動計画に定める 

対策レベル３の対策を実施することを受け、市は本計画に定める対策レ 

ベル３の対策を実施する。 

なお、県内で患者が発生しているにもかかわらず、国が臨床症例の集 

積に時間を要するなどの理由により国が緊急事態宣言を行わない場合で、 

兵庫県及び加東健康福祉事務所が必要に応じ対策レベル３の対策を実施 

するときには、市もこれに準じる。 
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 市は、対策を決定した時には、一般社団法人小野市・加東市医師会、  

小野市加東市薬剤師会等の関連機関、その他指定(地方)公共機関(※1）等

との連絡調整を行う。 

 市は、国・県との連携の中で住民に最も身近な基礎的自治体である立 

場から住民に対する感染予防等の情報の提供、予防接種の実施、電話相談、

生活支援など、住民の安全・安心の確保について、重要な役割を担う必要

がある。 

 特に、予防接種については、短期間で全住民に接種することが求めら 

れる。このため、集団的接種を実施するための計画を、医師会等の協力 

を得て作成することとし、接種場所として保健センター・公民館・学校 

等の利用や接種医師等の確保などについて、未発生期から十分に調整し 

ておく。 

   (※1)指定(地方)公共機関とは 

特措法に基づき、新型インフルエンザ等対策に重要な役割を担う民間法人（医 

療・輸送・その他の公共的事業を営む民間法人）国が「指定公共機関」として、 

都道府県が「指定地方公共機関」として指定したもの。指定(地方)公共機関は、 

自らの業務について新型インフルエンザ等対策に関する業務計画を作成し、新 

型インフルエンザ等が発生したときは、業務計画に基づき対策を実施すること 

されている。 

 

（２）情報収集・提供 

 ア 情報収集・提供の原則 

新型インフルエンザ等の発生は、国家の危機管理に関わる課題という

共通の理解のもとに、国、県、市町、医療機関、事業者、住民など各々

がそれぞれの役割を認識し、行動する必要があり、そのためには、正確

で十分な情報が必要となる。また、それぞれの行動主体がコミュニケー

ションを図り、双方向に情報を交流させ、共有を図る必要がある。 

 情報の受け手が高齢者、障がい者、こども、外国人など配慮が必要な

様々な市民であることを念頭に、多様な広報媒体による多元的な情報提

供を実施するとともに、情報の内容についても、誰もが理解しやすいも

のになるよう工夫する。情報提供の方法としては、自治会を通じたチラ

シの全戸回覧や全戸配付の他、ホームページやチャイコムネット、安心

安全パトロール車を利用する他、新しい媒体を積極的に取り入れて迅速

かつ適切な情報提供に努める。兵庫県又は加東健康福祉事務所圏域内に

おける統一的な情報の場合を除き、小野市独自の情報を発信する場合に

は、新聞等のマスメディアを利用することも重要である。 
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 イ医療機関等への情報提供 

 新型インフルエンザ等の発生状況や患者の臨床像等の情報は基本的に

兵庫県又は加東健康福祉事務所が一般社団法人小野市・加東市医師会及

び各医療機関へ提供するため、市から同様の情報を医療機関へ重複して

提供することは避ける。ただし、兵庫県又は加東健康福祉事務所が提供

していない情報のうち市が必要と認める情報、及び、兵庫県又は加東健

康福祉事務所が市へ医療機関等への周知を依頼した情報については、市

が速やかに医療機関等に提供する。 

ウ 市民に対する情報提供と共有 

（ア）発生前 

発生時の対策の円滑な実施を図るため、本計画の内容は、事前に市民、

医療機関等に充分説明しておく必要がある。 

 特に、市民に活動の自粛を要請することがありうることについて、丁

寧な事前説明が必要である。すなわち、発生直後の病原性が明らかでな

い段階でも、病原性、感染力ともに高いことを想定して予防やまん延防

止対策を速やかに実施するという危機管理の観点から、不要不急の外出

（食料の購入、通院、通勤など生活のために不可欠の外出以外の外出）

や、不特定多数に対する営業活動やイベントの開催など事業者や施設等

の活動について自粛の要請がありうることについて、理解を得ておく必

要がある。 

 また、学校や幼稚園、保育所(園)等において集団感染が発生し、地域

や通学エリアでの感染拡大のおそれがあることから、学校等の関係者は

もとより、児童、生徒、保護者等に対し、平時から感染症予防や公衆衛

生について啓発しておく必要がある。 

 あわせて、新型インフルエンザ等には誰もが感染する可能性があるこ

と（感染したことについて患者やその関係者に責任はないこと）、個人レ

ベルでの対策が全体の対策の推進に大きく寄与することを伝え、認識の

共有を図ることが重要である。 

（イ）発生時 

    新型インフルエンザ等の発生時には、国内外の発生状況、対策の実施

状況等について、特に、対策の決定プロセス（科学的知見を踏まえてど

のような事項を考慮してどのように判断がなされたのか等）や、対策の

理由、対策の実施主体を明確にしながら、迅速かつ分かりやすい情報提

供を行う。その際、個人情報の取扱いなど患者の人権に充分配慮しなけ

ればならない。 

    市は、市民からの一般的な問合せに対応できる窓口（以下「相談窓口」
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という。）を設置し、適切な情報提供を行う。その際、相談内容によって

兵庫県及び加東健康福祉事務所が設置した窓口（以下「コールセンター」

という。）を紹介することが適切な場合は、コールセンターを紹介する。 

   市民から市に寄せられる情報の内容を踏まえて市民がどのような情報を

必要としているのかを把握し、情報提供に反映させる。 

    ただし、情報提供の内容については、兵庫県又は加東健康福祉事務所

の指示・指導を尊重し、市が独自に発信すべき事項が生じた場合には、

加東健康福祉事務所へ相談し、指導を受けるものとする。 

エ 市の情報提供体制 

    情報提供にあたっては、正確な情報を迅速かつ一元的に発信すること 

が必要である。このため市としては、市民への情報提供や広報について、 

医療・保健行政担当部局に限定せず、組織を縦断した考え方で情報発信 

担当者を選定するなど効果的な方法を検討する。 

 

（３）予防・まん延防止 

  ア 予防・まん延防止の目的と対策の柔軟な運用 

    新型インフルエンザ等の予防・まん延防止の目的は、①流行のピーク

をできるだけ遅らせることで、対策実施のための体制整備を図るための

時間を確保すること、②流行のピーク時の受診患者数を減少させ、入院

患者数を最小限にとどめ、医療体制が対応可能な範囲内に収めることの

２点である。 

 まん延防止対策は、個人の行動を制限する面や、対策そのものが社会・

経済活動に影響を与える面があることを踏まえ、対策の効果と影響を総

合的に勘案し、病原性・感染力等に関する情報や発生状況の変化及び兵

庫県又は加東健康福祉事務所からの指導に基づき、具体的な対策の実施、

縮小・中止を行う。 

イ 主なまん延防止対策 

  市は、国、兵庫県、加東健康福祉事務所との役割分担や協力・協働、 

又は独自に以下のまん延防止対策を実施する。 

① 住民に対する咳エチケット・マスクの着用・手洗い・うがい・不要

不急の外出自粛により人ごみを避けること等の基本的な感染対策

の啓発 

② 住民に対する要請（特措法第 45条第 1項） 

③ 学校・事業者に対する感染対策の徹底等、地域や職場への指導 

④ 兵庫県及び加東健康福祉事務所が行う、感染症法に基づく患者に対

する入院措置、感染症法に基づく濃厚接触者への協力要請、その他
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特措法第 45条、第 24条第 9項に基づく住民、学校、職場、事業者

への要請・指示への協力 

  ウ 予防接種 

  （ア）予防接種の目的等 

   予防接種の目的は、個人の発症や重症化を防ぐことで、患者数や重

重症者数を抑え、医療体制が十分に機能できるようにすることにある。

あわせて健康被害による社会・経済活動への影響を最小限にとどめる

ことにある。 

   新型インフルエンザのワクチンについては、製造の元となるウイルス 

株や製造時期が異なるプレパンデミックワクチンとパンデミックワク

チンの２種類がある。なお、新型インフルエンザ以外の新感染症につ

いてはワクチンを開発されることが困難であることも想定されるため、

本項目では新型インフルエンザに限って記載する。 

   予防接種は、対策を実施する要員に対して行う「特定接種」と一般国 

民に対して実施する「住民接種」に区分されている。両者へのワクチン 

の配分など実施のあり方については、政府対策本部が基本的対策方針等 

諮問委員会の意見を聴き、発生時の医療提供・国民生活・国民経済の状 

況に応じて総合的に判断し決定することとされている。 

（イ）特定接種 

    ａ 特定接種の考え方 

      特定接種とは、特措法第 28条に基づき、「医療の提供並びに国民 

生活及び国民経済の安定を確保するため」に行うものであり、政府 

対策本部長が緊急の必要があると認める時に、臨時に行われる予防接

種である。 

   特定接種の対象となり得る者の範囲や総数、接種順位等の基本的

な考え方は政府行動計画に示されているが、危機管理においては状

況に応じた柔軟な対応が必要となることから、国は、発生した新型

インフルエンザ等の病原性などの特性について基本的対処方針等諮

問委員会の意見を聴き、さらに、その際の社会状況等を総合的に政

府対策本部において判断し、接種総枠、対象、接種順位、その他の

関連事項を決定することとしている。 

    ｂ 市職員への接種 

      市は、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、接種対象職員に 

     特定接種を実施する必要がある。このため、対策にあたる職員の職 

務内容を精査し、発生時に速やかに特定接種を実施できるよう、接 

種対象者、接種順位等をあらかじめ別に定める。 
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      特定接種の対象となる市職員については、兵庫県（加東健康福祉

事務所等）を通して厚生労働省に人数を報告する。 

      市職員への接種については、原則として集団的接種により接種を 

実施することから、市は接種が円滑に行えるよう未発生期から接種 

医師の確保、接種場所など接種体制の構築を図る。 

    ｃ 登録事業者の要員への接種 

      特定接種の対象となる登録事業者は、医療の提供又は国民生活及

び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者のうち、政府行動計

画において示される「特定接種の対象となる業種・職務について」

により定められている。 

      その登録事業者に所属しており労働大臣の定める基準に該当する

業務に従事する者のみが、実際に特定接種の対象となり得る。 

      特定接種の対象となる事業者の登録は厚生労働大臣が別に定める 

手順により、事業者からの申し出に基づいて行われる。このため、  

登録事業者の候補となりうる事業者に対し、あらかじめ登録の要請を

行う。市は、厚生労働省の登録手続きについて、兵庫県及び加東健康

福祉事務所との役割分担又は協働により、厚生労働省の登録手続きに

ついて協力を行う。 

（ウ）住民接種 

政府対策本部は、緊急事態宣言が発せられれば、県は、特措法第 46

条に基づき、予防接種法第 6条第 1項の規定（臨時の予防接種）による

予防接種の対象者及び期間等を定め市に指示を出すことにより、市は、

市民に対する予防接種を実施することができる。 

住民接種の基本的な考え方は、政府行動計画に示されているが、実際

に新型インフルエンザ等が発生した際には柔軟な対応が必要となるこ

とから、発生した新型インフルエンザ等の病原性等の情報を踏まえて政

府対策本部が決定することとされている。 

 市民に対する住民接種については、市が実施主体となり、原則として

小野市に居住する者を対象に集団的接種により接種を実施することと

なる。兵庫県及び加東健康福祉事務所の協力を得ながら、接種が円滑に

行えるよう接種体制の構築を図る。 

    なお、緊急事態宣言が行われていない場合であっても、厚生労働大臣

の指示により予防接種法第 6条第 3項の規定に基づく接種(新臨時接種)

が行われることがある。この場合においても、原則として特措法の定め

る住民接種と同様の体制で実施するものとする。 
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（４）医療体制 

  ア 医療の目的 

    新型インフルエンザ等が発生すれば、広範かつ急速にまん延し、市民

の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから、医療の提

供は、健康被害を最小限にとどめるという目的を達成する上で不可欠で

ある。また、健康被害を最小限にとどめることは、社会・経済活動への

影響を最小限にとどめることにもつながる。 

    新型インフルエンザ等の未発生期には、加東健康福祉事務所が中心と

なって管轄する圏域における体制整備が進められる。兵庫県内での発生

及び地域での発生早期においては、患者の感染症指定医療機関への入院

措置がなされることになるが、地域内広範にまん延した場合には、大量

の患者が発生することが予測され、市内の医療資源（医療従事者、病床

数等）には限りがあることから、加東健康福祉事務所及び圏域内の医師

会等との相談・連携のもと、効率的・効果的に医療を提供できる体制を

事前に計画しておくことが重要である。特に、地域医療体制の整備にあ

たっては、新型インフルエンザ等発生時に医療提供を行うこととなる医

療機関・医療関係団体である指定(地方)公共機関や特定接種の登録事業

者となる医療機関を含め、加東健康福祉事務所と協調しながら医療機関

や医療従事者への具体的支援について、十分な検討や情報収集を行う。 

 

  イ 医療の提供体制 

    県では、圏域ごとに地域の実情に応じた医療体制の整備を推進するた

め、市は加東健康福祉事務所の指示・要請に基づき医療体制の整備に協

力する。また、市が独自に一般社団法人小野市・加東市医師会及び医療

機関、その他の医療機関と検討すべき事項、依頼すべき事項が発生した

場合には、加東健康福祉事務所へ相談し、その助言を参考にして対応す

るものとする。 

    新型インフルエンザ等は広範かつ急速にまん延し、発生患者数が増加

することから、感染症法に基づく感染症指定医療機関に加えて、その他

の医療提供体制の整備を図る。 

※加東健康福祉事務所管内（北播磨圏域）の感染症指定医療機関は、市立 

加西病院。 

    以下の兵庫県及び加東健康福祉事務所の医療体制に対し、市は協力す

る。 

（ア）海外発生期及び県内発生早期の体制 

a 外来の医療体制 
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      新型インフルエンザ等の発生国からの帰国者や、患者の濃厚接種

者で発熱呼吸器症状等を有する者、その他新型インフルエンザ等が

疑われる者(以下「有症帰国者等」という。)の外来診療を行う「専

用外来」を特定の医療機関等に設置する。 

      有症帰国者等は、専用外来で診察を受けるよう、検疫所・医療機

関等から案内する。このため、有症帰国者等から電話で相談を受け、

専用外来に照会するための窓口（以下「相談センター」という。）が

加東健康福祉事務所に設置される。 

      不安だけで受診する人々等による混乱や、無用の接触を避けるた

め、専用外来の所在等については公表しない。 

    b 入院の医療体制 

      専用外来での診察を経てＰＣＲ検査等により感染が確定した患者

については、感染症法に基づく入院勧告等により感染症指定医療機

関へ入院措置となる。県内初発の新型インフルエンザ等の患者が疑

われる場合は、確定するために感染症指定医療機関の協力により入

院することもある。 

（イ）県内感染期の体制 

    外来の医療体制 

     患者が大幅に増加した場合には、専用外来だけでは患者の受け入れ 

が困難となる。このため、院内感染対策を講じた上で、新型インフル 

エンザ等が疑われる患者の外来診療に協力する医療機関( 以下「外来 

協力医療機関」という。)を設置する。 

  ウ 発生前の体制整備 

    市は、以下について兵庫県及び加東健康福祉事務所が行うことに協力 

し、必要により主体的に実施する。 

  （ア）医療機関のリストアップ 

     兵庫県及び加東健康福祉事務所は、圏域協議会において、専用外来、 

入院協力医療機関、外来協力医療機関の設置について協議し、設置に 

係る手順や協力可能な医療機関のリストアップを行う。 

（イ）在宅療養の支援体制 

   訪問看護等にかかる関係機関と協議し、準備しておく。 

（ウ）その他 

専用外来以外の医療機関を突然訪ねる患者に備え、すべての医療機関 

で院内での感染対策に努める。 

  エ 発生時の医療の提供 

    海外発生期から県内発生早期には、新型インフルエンザ等が疑われる
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患者は、相談センターの指示により専用外来を受診する。臨床像のほか

ＰＣＲ検査等で新型インフルエンザ等の診断が確定すれば当該患者に対

して、感染症法に基づき加東健康福祉事務所が感染症指定医療機関への

入院措置を行う。 

    また、国内発生期では、新型インフルエンザ等の臨床像に関する情報

は限られている。このため、サーベイランスで得られた情報を最大限活

用し、兵庫県及び加東健康福祉事務所との協働により、診断及び治療に

有用な情報を医療現場に迅速に提供する。 

    県内感染期に至ったときは、多くの患者の受け入れが必要となること

から、外来受診が可能な医療機関を市広報、ホームページ、自治会を通

したチラシの全戸回覧又は全戸配付などにより市民へ広く周知する。一

方で、相談センターの役割は小さくなることから縮小される。 

    医療の分野での対策を推進するに当たっては、対策の現場である医療

機関等との迅速な情報共有が必須であり、国・県・市を通じた連携はも

とより、県医師会・郡市医師会・学会等の関係機関のネットワークの活

用が図られる。 

    必要に応じて北播磨保健医療福祉連絡協議会等が開催され、医療体制

の切り替えなどについて協議されることに伴い、市と一般社団法人小野

市・加東市医師会は、必要に応じて、医師会総会又は同総務会、同理事

会、小野市地域医療連絡会等の機会を活用し市内の医療体制について検

討する。 

  オ 医療関係者に対する要請と補償 

    新型インフルエンザ等の病原性が非常に高い場合など、通常の協力医

療機関のみでは医療の確保ができないなど必要があると認めるときは、

医師、看護師その他の政令で定める医療機関等に対し、知事は、特措法

第 31条第1項及び第 3項に基づき医療を行うよう要請又は指示(以下、「要

請等」という。)（特措法第 31条第 2項及び第 46条第 6項に基づく要請

又は指示を含む。）をすることができる。 

  カ 抗インフルエンザウイルス薬 

（ア）抗インフルエンザウイルス薬の備蓄 

諸外国における備蓄状況や最新の医学的な知見等を踏まえ、国の備

蓄目標(平成 25年 6月政府行動計画：国民の 45％に相当する量)により、

引き続き、抗インフルエンザウイルス薬が計画的かつ安定的に備蓄す

る。 

抗インフルエンザ薬の備蓄については、国家的な確保が必要である。

兵庫県においても、国の方針に基づき、現在の備蓄状況や兵庫県の人
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口等も勘案して、計画的かつ安定的に備蓄することとされている。 

（イ）備蓄薬の種類等 

インフエンザウイルス株によっては、現在、備蓄に占める割合が高い

オセルタミビルリン酸塩(商品名：タミフル)に耐性を示す場合もある。

このため、国は、抗インフルエンザウイルス薬耐性株の検出状況や臨床

現場での使用状況等を踏まえ、今後、備蓄薬を追加・更新する際には、

他の薬剤（複数種類）の備蓄割合を増やすことを検討することとされて

いる。兵庫県は、国の方針に基づき、備蓄薬の構成割合を変更すること

とされている。 

  (ウ)備蓄薬の放出 

    新型インフルエンザ発生時においては、兵庫県が、必要に応じて流通

業者、医師会等と供給体制に係る調整を行うとともに、通常の流通ルー

トで入手困難になることが予測される段階で、流通業者との事前の取り

決めに基づき、備蓄薬の放出を行う。また、国が備蓄する抗インフルエ

ンザウイルス薬についても、適切な時期に放出要請（特措法第 10条、第

51条）を行うなど、必要な対応が図られる。 

 

（５）市民生活及び市民経済の安定の確保 

新型インフルエンザ等は、多くの市民がり患し、地域での流行が約８週間

程度続くとされている。このことにより市民生活及び経済の大幅な縮小と停

滞を招くおそれがある。 

 このため、新型インフルエンザ等発生時に、市民生活及び市民経済への影

響を最小限にできるよう、国、県、市、医療機関、指定(地方)公共機関及び

登録事業者は、特措法に基づき事前に事業継続計画の作成や物資の備蓄など

の十分な準備を行う。また、一般の事業者においても積極的に事前の準備を

行うことが重要である。 

 

５ 新型インフルエンザ等対策実施上の留意点 

  国、県、市又は指定(地方)公共機関は、新型インフルエンザ等発生に備え、 

また発生した時に、特措法その他の法令、政府行動計画、県行動計画、市行 

動計画、業務計画に基づき、相互に連携協力し、新型インフルエンザ等対策 

の的確かつ迅速な実施に万全を期す。この場合において次の点に留意する。 

 

（１）基本的人権の尊重 

国、県、市は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人

権を尊重する。特措法には、医療関係者への医療等の実施の要請等、不要不
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急の外出の自粛要請、学校、興行場等の使用等制限等の要請、臨時の医療施

設の開設のための土地等の使用、緊急物資の運送、特定物資の売渡しの要請

等、市民の権利と自由に制限を加える条項が盛り込まれている。これらの実

施にあたっては、憲法が保障する基本的人権を阻害することのないよう必要

最小限の範囲で行わなければならない。 

なお、上記が国又は県が実施すること、市が実施することのいずれにかか

わらず、市民に対し、法令の根拠と新型インフルエンザ等への対策としてや

むを得ない措置であることを前提として、十分説明し理解を得る必要がある。 

 

（２）危機管理としての特措法の性格 

特措法は、高い致死率、強い感染力を持った新型インフルエンザ等の発生

に備えるという、最悪の事態を想定した危機管理制度を法制化したものであ

る。 

 危機管理の原則として、事態が明らかになっていない時期においては最も

強力な措置を採ることが必要であるが、状況が把握でき、事態の程度がそれ

ほど深刻でないことが明らかになった場合には、それに応じた措置へと柔軟

に変更させていくことが必要となる。 

 新型インフルエンザ等対策についても、この原則に則り、病原性や感染力

の高低に応じてどのような措置を講じることが妥当なのか、十分検討する必

要がある。 

 

（３）関係機関相互の連携協力の確保 

政府対策本部、県対策本部、市対策本部は、相互に緊密な連携を図りつつ、

新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する。 

市対策本部長は、必要に応じ兵庫県対策本部長に対して、新型インフルエ

ンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請する。 

 

（４）記録の作成・保存 

市は新型インフルエンザ等が発生した場合には、市対策本部における新 

型インフルエンザ等対策の実施に係る記録を作成・保存し、公表する。 

 

６ 新型インフルエンザ等対策推進のための役割分担（※詳細は別表に記載） 

（１）国の役割 

国は、新型インフルエンザ等が発生したときは、新型インフルエンザ等対

策を的確かつ迅速に実施し、地方公共団体及び指定(地方)公共機関が実施す

る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援するため、国全体として
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万全の態勢を整備する責務を有している。 

また、国は、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬

品の調整・研究の推進に努めるとともに、ＷＨＯその他の国際機関及びアジ

ア諸国その他の諸外国との国際的な連携を確保し、新型インフルエンザ等に

関する調査及び研究に係る国際協力の推進に努める。 

 

（２）県の役割 

県は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、知事を本部長とする県対

策本部を設置し、国の基本的対処方針に基づき、地域医療体制の確保やまん

延防止に関し的確に判断し、市町の対策への支援などを含めて対応する。 

 

（３）市の役割 

市は、住民に最も近い行政単位であり、地域住民に対するワクチンの接種

や、住民の生活支援、新型インフルエンザ等発生時の要援護者への支援に関

し、国の基本的対処方針及び県の要請等に基づき、的確に対策を実施する。

対策の実施に当たっては、県や近隣の市町と緊密な連携を図る。 

 

（４）医療機関の役割 

医療機関は、新型インフルエンザ等に係る地域医療を提供し、住民の健康

被害を最小限にとどめるために不可欠の存在である。このため、新型インフ

ルエンザ等の発生前から、患者を診療するための院内感染対策や必要となる

医療資器材の確保、患者の診療体制等に基づき、発生状況に応じて、患者の

診療に当たるとともに地域の医療機関と連携して必要な医療を提供する。 

 

（５）指定（地方）公共施設の役割 

   指定（地方）公共機関は、特措法に基づき、あらかじめ事業計画を作成

し、必要な資器材等を整備するとともに発生時には特措法、業務計画、政

府や県の対策本部長等の要請に基づき必要な措置を講じる。 

 

（６）登録事業者の役割 

特措法第 28条に規定する登録事業者は、新型インフルエンザ等の発生時 

において市民生活及び市民経済の安定に寄与するという観点から、その従 

事者は特定接種の対象とされている。このため、あらかじめ事業継続計画 

を作成するなど事業継続についての準備を行い、発生時には、これに基づ 

いて事業を継続する。 
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（７）一般の事業者の役割 

一般の事業者については、従業員及び顧客や取引先等への感染防止に努 

める役割を有する。このため、事業所や店舗において感染対策の徹底が求 

められる。 

 また、対策レベルの高い新型インフルエンザ等が発生した時には、特に 

不特定多数の人が集合する場所などにおける事業などの一部事業について、 

自粛・縮小等を含め、まん延防止対策の実施が求められる。 

 

（８）市民の役割 

市民については、自らの感染予防と、自らが感染源になることの抑止に 

努める必要がある。このため、新型インフルエンザ等の発生前から、新型 

インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動などその対策に関 

する知識を得ておく。また、食料品・生活必需品等の備蓄を行うよう努め 

る。 

発生時には、季節性インフルエンザ対策として行っている咳エチケッ 

ト・マスク着用・手洗い・うがい等の感染対策を実践するように努める。 

また、発生状況や予防接種などの対策の実施についての情報を得るように 

努める。 

 

７ 患者情報等の取扱に係る考え方 

（１）患者の個人情報保護 

感染症法は、第 2条において「感染症の患者等が置かれている状況を深 

く認識し、これらのものの人権を尊重する」ことを基本理念としており、 

患者の個人情報は、これに基づいて慎重に取扱うことが必要である。 

   患者の発生に伴う濃厚接触者調査、社会活動制限等のまん延防止策の実 

施には、患者の氏名、住所等の個人情報が必要となる場合があるが、個人 

情報が漏洩し、あるいは他の目的に利用されることのないよう、最新の注 

意を払う。 

   患者情報を第三者に提供する必要がある場合には、本人に対して十分な 

説明を行い、可能な限り同意を得ることが原則であり、同意が得られるよう 

努める。 

   しかし、まん延防止上、情報提供の必要性が高いにもかかわらず、本人 

の同意を得ることが困難なときは、提供を行うことができる場合がある。こ 

の場合においても、提供先を真に必要な者に限り、その取扱いについても慎 

重を期すよう充分な注意を払う。 
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（２）兵庫県・加東健康福祉事務所との患者情報の共有 

  ア 兵庫県・加東健康福祉事務所から市への情報提供 

    患者の発生情報は、医療機関から県健康福祉事務所を経て確定するた

め、市では得ることができない。しかし、市が即地的かつ具体的なまん

延防止策を実施したり、県が市町に対して在宅患者の生活支援や訪問等

についての協力を求めたりする際には、市において患者の情報が不可欠

となる。このため、県又は加東健康福祉事務所は、患者が在住もしくは

勤務し、又はり患したことが疑われる市町に対し、患者の個人情報（氏

名、住所、学校名又は事業所名、症状等）を提供する。 

イ 市から県への情報提供 

    市は、災害時要援護者情報など、県が持たない住民情報を豊富に有し

ていることから、受け取った患者情報をもとに、まん延防止上必要な情

報を兵庫県又は加東健康福祉事務所へ提供する。また、県は、市町に在

宅患者の生活支援、訪問等の協力を求める時は、患者情報を市に提供す

るとともに、市町が訪問等によって収集した情報等を迅速に収集し、対

策への反映を図る。 

 

（３）患者発生施設への情報提供 

県内発生早期においては、患者や濃厚接触者を特定し、これらの者の行動

によって感染が拡大しないよう努める必要がある。このため、加東健康福祉

事務所は、患者の感染が疑われる時点以後の行動履歴を可能な限り詳細に調

査する。その一環として、患者が在勤・在学する施設の管理者等に対し調査

を行うが、その際に、必要最小限の患者の個人情報を提供する。提供にあた

っては、管理者等が患者や濃厚接触者に対応する際の方策や、個人情報を取

り扱う際の注意点などを充分説明し、患者や濃厚接触者が不利益を被らない

よう徹底する。 

 

（４）報道機関に対する情報提供 

広範な感染症対策の実施にあたっては、市民に対する情報提供が重要な 

対策となることから、報道機関に対してより迅速で正確な情報提供に努め 

る。ただし、兵庫県又は加東健康福祉事務所が提供する情報を重複して市 

が発信しないよう留意する。その際、患者や家族の氏名、住所等、個人の 

特定につながる情報は原則として公表しない。一方、患者が所属する学校・ 

事業所や患者が入院している医療機関名の公表は、感染拡大防止の必要性 

と、当該学校・事業所や医療機関、及びこれらが属する地域等が被る影響 

の大きさを慎重に比較衝量して可否を判断する。 
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なお、情報提供にあたっては、新型インフルエンザ等は誰もが感染する 

可能性があること、感染したことについて、患者やその関係者には責任は 

ないこと等の基本的事項をあわせて伝える。 

 

 

 

【別表（1/3）】新型インフルエンザ等対策に係る国・県・市等の主な役割 

 

 

 基本的な考え方 

主な役割 

発生前 

(未発生期) 

発生後 

(海外発生期 

から小康期) 

国 

①国際社会における国家としての事務 

②全国的に統一して定めることが望ましい

諸活動 

③地方自治の基本的な準則作成 

④全国的な規模・視点で行う施策・事業 

  

県 

市町村を包括する広域の地方公共団体 

①広域的・専門的な対策 

②国と市町・市町間の連絡調整 

③市町の補完 

  

市町 
―基礎的な地方公共団体― 

住民生活に直結する行政事務 

  

指定(地方) 

公共機関 

新型インフルエンザ等対策を実施   

医療機関 新型インフルエンザ等に対する医療を提供   

登録事業者 
   

一般事業者 
   

 

別表（2/3）に記載 

別表（3/3）に記載 
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【別表（2/3）】新型インフルエンザ等対策に係る国・県・市等の主な役割 

 
主な役割 

発生前(未発生期) 発生後(海外発生期から小康期) 

国 

①サーベイランスの収集・分析 

②発生に備えた体制整備・・対策本部等

の実施体制整備 

・政府行動計画、ガイドライン等の作成、 

公表・特措法の運用 

③指定公共機関の指定 

④ワクチン製造・備蓄及び接種時期・順 

位等の検討 

⑤抗インフルエンザウイルス薬、医療資

機材の備蓄 

⑥通常の検疫体制 

⑦訓練の実施 

⑧国民への普及啓発 

⑨調査及び研究に係る国際協力 

⑩登録業者の指定 

 

①サーベイランスの強化 

②相談窓口の設置 

③国際的調査研究・連携 

④検疫強化（特定検疫所・飛行場の設定、

停留施設の使用要請 

⑤ワクチン製造及び接種指針作成 

⑥抗インフルエンザウイルス薬の流通

調整・投与方針決定 

⑦在留邦人への対応 

⑧基本的対処方針の決定、公示、周知 

⑨対策本部設置 

⑩特定接種の実施 

⑪優先予防接種の対象及び期間を設定 

⑫埋火葬の特例制定 

⑬物資の確保（買い占め、売り惜し 

みの監視、調査） 

県 

①サーベイランスの収集・分析 

②発生に備えた体制整備・対策本部等の

実施体制整備 

・県行動計画の作成・医療、検査体制整 

備（病床、医療資機材の把握） 

・必要な防護具の備蓄 

・医療資器材の国への要請 

③指定地方公共機関の指定 

④抗インフルエンザウイルス薬備蓄 

⑤登録事業者の登録協力 

⑥特定接種の実施体制整備 

⑦市町の対策支援 

⑧訓練の実施 

⑨県民への普及啓発 

①情報収集・提供 

②相談窓口の設置 

③サーベイランスの強化 

④帰国者等の健康監視 

⑤新型インフルエンザ確認検査、調査 

⑥対策本部設置 

⑦入院・外来医療機関等医療体制 

の確保（臨時医療施設） 

⑧抗インフルエンザウイルス薬の流通

調整 

⑨特定接種の実施 

⑩社会活動制限の実施（外出自粛・使用

制限協力要請） 

⑪市町との情報共有 

⑫新型インフルエンザワクチンの流通

監視 

⑬市町、指定地方公共機関の対策支援 
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【別表（3/3）】新型インフルエンザ等対策に係る国・県・市等の主な役割 

 
主な役割 

発生前(未発生期) 発生後(海外発生期から小康期) 

市町 

①情報収集・提供 

②発生に備えた体制整備・対策本部等

の実施体制整備・市町行動計画の作成 

③食料品、生活必需品等の提供体制の

確保 

④必要な防護具等の備蓄 

⑤登録事業者の登録協力 

⑥特定接種及び住民の予防接種実施体

制の整備 

⑦社会的弱者への支援体制整備（住民

の生活支援） 

⑧訓練の実施 

⑨市民への普及啓発 

①情報収集・提供 

②相談窓口の設置 

③県実施の疫学調査等への協力 

④初期救急等一次的医療及び在宅患者等

への支援 

⑤消毒活動 

⑥特定接種及び住民の予防接種の実施 

⑦埋火葬の円滑実施 

⑧県と調整し社会的活動制限の面的制限

実施 

⑨社会活動制限時の生活支援、県への意

見具申 

指定(地方) 

公共機関 

①業務計画の作成 

②訓練への協力・実施 

①感染防止策の実施 

②計画に基づく社会機能維持 

③特定接種の実施（登録事業者である指

定（地方）公共機関に限る） 

医療機関 

①医療継続計画の作成 

②院内感染対策の実施 

③訓練への協力・実施 

④資器材の備蓄 

①診療の継続 

②特定接種の実施（登録事業者である医

療機関に限る。） 

③特定接種及び住民の予防接種への協力 

④知事の要請等に対する協力 

登録事業者 

①事業継続計画等の作成 

②従業員への感染防止策の実施などの

準備 

③登録事業者への登録及び特定接種対

象者の検討 

①特定接種の実施 

②業務の継続 

一般事業者 

①事業継続計画等の作成 

②従業員への感染防止策の実施などの

準備 

①感染防止策の実施 

②不要不急の事業の縮小。不特定多数の

者が集まる事業を行う者については事業

の自粛 
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Ⅲ 未発生期の対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅱ）対策の内容 

１ 実施体制 

（１）行動計画等の作成 

特措法に基づき、発生前から小野市新型インフルエンザ等対策行動計画 

を作成する。行動計画のうち、特定接種及び住民の予防接種等、詳細な事 

項や実施要領を作成しておく必要がある事項については、別途、実施要領 

又は業務マニュアル等を整備することとする。 

 

（２）市における体制の整備及び連携強化 

ア 小野市新型インフルエンザ等対策本部条例に基づく対策本部の構成に 

ついて、あらかじめ体制を整備する。 

  イ 県、加東健康福祉事務所、指定(地方)公共機関と相互に連携し、新型

インフルエンザ等の発生に備え、平素からの情報交換や連携体制の確認、

訓練を実施する。 

  ウ 新型インフルエンザ等の発生時、市民が一定期間不要不急の外出を自 

（Ⅰ）基本的事項 

新型インフルエンザ等の状態 

・新型インフルエンザ等の発生が確認されていない状態。 

・海外において、鳥類等の動物のインフルエンザウイルスが人に感染する例が

散発的に発生しているが、人から人への持続的な感染はみられていない状況。 

未発生期における対策の目的 

（１） 発生に備えて体制の整備を行う。 

（２） 国が、国際的な連携の下に発生の早期確認に努める。 

未発生期における対策の考え方 

（１） 新型インフルエンザ等は、いつ発生するかわからないことから、平素か

ら警戒を怠らず、兵庫県及び加東等健康福祉事務所との情報提供や連携

を図るとともに、発生時の体制の構築や訓練の実施、人材の育成等、事

前の準備を推進する。 

（２） 発生時の対策等に関し、市民全体での認識共有を図るため、継続的な情

報提供を行う。 
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粛することに備え、特に、独居高齢者等の要援護者世帯に対し、食料品 

や生活必需品を提供できる体制を整備する。 

  エ 災害時要援護者台帳、その他独居高齢者世帯、高齢者夫婦世帯等台帳

等の情報を更新する他、「小野市地域の見守り活動に関する協定」に基づ

き提供された情報等から要支援者を把握し、市内介護保険事業者、社会

福祉施設等との情報交換を密にするなどにより、要支援者の生活支援体

制を作る。 

 

２ 情報収集・提供 

（１）情報の収集・分析 

    市は、市民への情報提供を行うにあたり、兵庫県及び加東健康福祉事

務所から配信された情報の他、「兵庫県インフルエンザ情報センター」が

公表している情報を参考にする。 

      ※「兵庫県インフルエンザ情報センター」が公表している情報について 

兵庫県疾病対策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

             県民・市民     市町     医療機関等 

 

（２）情報提供 

  ア 新型インフルエンザ等に関する基本的な情報や発生した場合の対策に

ついて、各種広報媒体（自治会を通じたチラシの全戸回覧や全戸配付の

他、ホームページやチャイコムネット等）を利用し、継続的にわかりや

すく情報提供を行う。特に新型インフルエンザ等対策は国家の危機管理

として行うため、公衆衛生上の問題が生じた施設の使用制限や営業の自

粛を要請することがありうることなど、活動の自由を制約するような対

策を実施することがあることについて、あらかじめ理解を得るよう情報

発信に努める。 

  イ 新型インフルエンザ等発生時に備え、ホームページ、広報、全戸配布

チラシ等を活用し、市民に向けてインフルエンザ流行期の咳エチケット

提供情報のコントロール 

兵庫県インフルエンザ情報センター（県立健康生活科学研究所内） 

地域インフルエンザ発生動向 入院受け入れ可能医療機関等 

閲覧 閲覧 閲覧 
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や手洗い、うがいの励行、有症状時の外出自粛と治療専念、食料や日常

品、マスク等の備蓄など、自らの感染予防と自らが感染源とならないよ

うにするための対策について普及啓発を行う。 

  ウ 市民に対して、発生時の医療機関受診方法を周知し、理解を得ておく

ようホームページや広報、全戸配布チラシ等を通じて啓発する。 

    具体的な周知内容は、①海外発生期(県内未発生期)から県内発生早期

までは、コールセンターを通じて相談センターへ連絡して、専用外来が

紹介されること。②県内感染期からは、相談センターが縮小・廃止され、

外来協力医療機関等の新型インフルエンザ等が疑われる症状を呈した者

が受診できる医療機関が広報されることとする。 

  エ 季節性インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン等について、市民

自らがワクチン接種の必要性を判断できるよう、必要な情報の周知を図

る。 

 

（３）相談窓口の設置 

海外発生期以後に備え、健康課に相談窓口等を設置する準備を進め、

相談窓口において疾患に関する相談のみならず生活相談など住民の生活

に密着した内容に対応できるよう体制を作る。 

 

３ 予防・まん延防止 

（１）個人における対策の普及 

直接市民や事業者へ、また、教育委員会を通して学校へ、咳エチケット・

マスク着用・手洗い・うがい、人混みを避ける等の基本的な感染対策につい

て理解促進を図る。 

 

（２）予防接種 

  ア 接種体制の構築 

    季節性インフルエンザなどの各種ワクチンの接種を啓発するとともに、

特措法で定める特定接種及び住民の予防接種について、北播磨総合医療

センターを含む一般社団法人小野市・加東市医師会と連携し、予防接種

の実施体制を整備する。 

（ア）特定接種 

① 県、加東健康福祉事務所との協働により、特定接種の対象となる登

録事業者の登録について、国が定める、特定接種に係る接種体制、

事業継続に係る要件や登録手続き等を示す登録実施要領等に基づき、

事業者への周知を行うなど必要な協力を行う。 
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② 県、加東健康福祉事務所との協働により、国が事業者の登録申請を

受付け、基準に該当する事業者を登録事業者として登録することに

協力する。 

③ 市職員に係る特定接種の接種対象者、接種方法をあらかじめ定める

とともに、産業医や北播磨総合医療センター、一般社団法人小野市・

加東市医師会の協力を得て接種体制等を整備する。 

 

（３）住民接種 

小野市の区域内に居住する者に速やかに住民接種が行えるよう、小

野市加東市医師会の協力を得て、接種人員の配置や接種会場の設置確

保など接種体制を構築する。 

 

４ 医療体制の備え 

（１）地域医療体制整備状況の把握 

 兵庫県及び加東健康福祉事務所が中心となって整備を進める以下の診 

 療体制について把握しておく。 

・地域医療資源[各医療機関の医療資器材(人工呼吸器等)の確保状況、 

設備面における院内感染対策の状況(待合室区分等)、診療継続計画 

の作成状況、地域感染期における新型インフルエンザ患者等の受け 

入れ体制等] 

・専用外来を設置する医療機関等（専用外来を設置する医療機関、外 

来協力医療機関） 

・入院患者の受け入れ体制（入院協力医療機関） 

・使用可能な病床数、臨時の医療施設等 

・がん医療や透析医療、産科医療等の常に必要とされる医療を継続す 

るため、必要に応じて新型インフルエンザ等の初診患者の診療を原 

則として行わないこととする医療機関 

    ・入所施設における医療提供体制（社会福祉施設等での医療提供方法） 

    ・在宅患者にかかる医療提供体制（往診を要する在宅患者への医療提 

供方法） 

（２）感染防止のための個人防護具等の整備 

 ア 市職員等が新型インフルエンザ等発生時の住民支援を行うために必要 

な個人防護具などの資材の備蓄を行う。 

 イ 感染者に接触する可能性のある救急隊員等搬送従事者のために必要な

感染防護資材等の備蓄を進める。 
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（３）マニュアル等の作成、研修、訓練等 

   加東健康福祉事務所との協働または市独自で、新型インフルエンザ等対 

策について医療関係者や対策に従事する関係機関職員などを対象に研修会

等を開催し、十分な知識や最新情報の提供に努める。 

 

５ 市民生活及び市民経済の安定の確保 

（１）業務計画等の作成 

水道事業者である市は、新型インフルエンザ等発生時に水を安定的かつ 

適切に供給できるよう、新型インフルエンザ等対策の内容、実施方法、実 

施体制、関係機関との連携等に関する事項を定めた業務計画等を作成する。 

（２）事業継続計画等の作成推進 

  ア 県との協働により、事業者に対して、職場における感染対策及び対策 

に必要な資材等の備蓄並びに事業を維持するための体制等について、事 

業継続計画を作成する等、十分な事前準備を要請する。 

  イ 兵庫県との協働により、電気・ガス・水道の供給、電話サービス、運 

輸、食品流通等の市民生活の維持に欠くことのできない事業者に対して、 

事業継続計画を作成するとともに、その実施にあたり経験者やＯＢの活 

用も含め、業務運営体制の検討が確実に維持できるよう要請する。 

  ウ 兵庫県・北播磨県民局を中心に、圏域内市町と共に、社会機能維持、 

   企業活動自粛等社会全体で取り組む対策について、具体的な推進方策等 

   を検討する。 

 

（３）県が行う健康調査等への協力 

兵庫県及び加東健康福祉事務所から、市民への健康調査等について要請が

あった場合に、健康課その他に所属の保健師または在宅保健師、看護師を派

遣する体制を整える。 

 

（４）新型インフルエンザ発生時の要援護者への生活支援 

高齢者、障害者等の要援護者への生活支援（見守り、介護、訪問診療、食

事の提供等）、搬送、死亡時の対応等について、市内介護保険事業者、社会

福祉施設等との情報交換等により具体的手続きを決めておく。 

 

（５）火葬能力等の把握 

市内公共施設の利用を原則として、火葬場の能力及び一時的に遺体を安置

できる施設についての把握・検討を行い、さらに近隣市町や加東健康福祉事

務所との連携体制を構築するなどにより、火葬又は埋葬を円滑に行うための
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体制を整備する。 

 

（６）物資及び資材の備蓄等 

新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品その他の物資及び資材 

を備蓄し、または施設及び設備を整備する。 
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Ⅳ 海外発生期（県内未発生期を含む）の対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅱ）対策の内容 

１ 実施体制 

（１）小野市対策本部の設置 

（Ⅰ）基本的事項 

新型インフルエンザ等の状態 

・海外で新型インフルエンザ等が発生した状態。 

・国内で発生したものの県内（隣接府県含む。以下同じ。）では新型インフル

エンザ等の患者は発生していない状態。 

※海外発生期と県内未発生期は発生段階としては別個のものであり、国

内発生早期における県内未発生期の時期が想定される。しかし、海外

又は国内のいずれかで新型インフルエンザ等患者が発生し、県内に感

染が認められるまでの対応は基本的に変わらないことから、本計画で

は海外発生期と県内未発生を合わせて併記することとした。 

 

海外発生期（県内未発生期）における対策の目的 

（１）新型インフルエンザ等の国内侵入の状況等を注視しつつ、県内発生の 

遅延と早期発見に努める。 

（２）県内発生に備えて体制の整備を行う。 

海外発生期（県内未発生期）における対策の考え方 

（１）新たに発生した新型インフルエンザ等の病原性や感染力等について十 

分な情報がない可能性が高いが、その場合は、病原性・感染力等が高

い場合にも対応できる措置をとる。 

（２）対策の判断に役立てるため、国は国際的な連携の下で、海外での発生 

状況、新型インフルエンザ等の特徴等に関する積極的な情報収集を行

い、市は、兵庫県、加東健康福祉事務所を通して国からの情報を入手

する。 

（３）県内発生した場合には県内のサーベイランス情報等の情報を把握し、 

迅速な対応の準備をする。 

（４）市民へ、海外での発生状況について注意喚起するとともに、県内発生 

に備え準備を促す。 
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政府対策本部長が、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的か

つ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又は、

そのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生した

と認め、新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われたときは、直ちに特措

法に基づき「小野市新型インフルエンザ等対策本部」を設置する。 

        ※(参考）県対策本部は、海外において新型インフルエンザ等が発生し、 

政府対策本部が設置された時、特措法に基づき設置される。 

 

（２）対処方針の決定 

兵庫県は、国の基本的対処方針を基本としながらも、有識者の意見を聴 

いて、対策項目ごとに県行動計画に定める３つの対策レベルから適切な対 

策を決定する。小野市は、県の決定に準じ対策を決定する。 

 

２ 情報収集・提供 

（１）情報の収集・分析 

ア 情報収集 

新型インフルエンザ等の発生に関して国内外の機関が公表する情報を

はじめ、各種サーベイランス情報（症例定義を満たすインフルエンザ患

者数、入院患者数、学校・施設サーベイランス）等、県が収集・確認・

分析した情報の入手に努める。 

 

イ 学校・施設サーベイランスの協力 

・小野市教育委員会は、県が拡大実施する学校サーベイランスに協力す 

る。 

・県が社会福祉施設等に対し集団発生に関する報告を求めた時には、市 

が周知・情報収集に協力する。 

 

（２）情報提供 

  ア 市民への情報提供 

    この発生段階から、市民に新型インフルエンザ等に対する正確な知識 

を持ってもらい、冷静に行動してもらうことが肝要になる。市は、兵庫 

県及び加東健康福祉事務所を介して提供される情報の他、以下のとおり 

県が知事メッセージにより広報した内容について周知を行う。 

周知の媒体として、ホームページ、広報、全戸配布チラシ等、チャイ 

コムネット、自治会を通してのチラシの全戸配付・全戸回覧、安心安全 

パトロール車による広報等を利用する。 
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   知事メッセージの内容例 

   ・患者の発生地域、発生日、患者の病状 

   ・県内保健所が実施する健康調査への協力依頼 

   ・発生地域に滞在していた者への医療機関を受診する際の留意事項（相 

談センターへの事前連絡等） 

   ・発生地域への旅行自粛 

   ・感染予防の実践啓発（咳エチケットの励行、濃厚接触者のマスク着用、 

手洗い、うがいの励行等） 

   ・県の対策の周知（県対策本部の設置、対策決定のプロセス、相談窓口

開設等） 

   ・有識者からの新型インフルエンザ等に関するコメント 

   ・その他の基本的事項の周知 

    （新型インフルエンザ等は誰もが感染する可能性があること。感染し 

たことについて、患者やその関係者には原則として責任はないこと。 

個人レベルでの対策が全体の対策推進に大きく寄与すること。） 

   ・渡航自粛の広報に係る関係機関の連携（県は、新型インフルエンザ等 

が流行している地域への渡航は、国の渡航延期勧告に沿って可能な場合 

は見合わせるよう、旅券事務所等に対して広報する。） 

 

  イ 相談センターの周知 

    有症帰国者等は、県が開設した相談センターへ連絡するよう周知する。 

 

  ウ コールセンターの周知 

    市民からの一般的な相談に幅広く対応するため、県が開設したコール 

センターについて周知する。 

コールセンターでは、症状があり専用外来を受診することが適当と考 

えられる者については、相談センターを紹介する。 

 

  エ 小野市相談窓口の設置 

    市民からの生活相談など多様な相談内容に対応できる体制を協議し、 

健康課に相談窓口を設置する。相談者数が許容量を超える等の問題が生 

じる場合には、市対策本部内で協議し、対応を決定する。 

 

３ 予防・まん延防止 

（１）個人における対策の普及 

市及び市教育委員会は、市民、児童生徒の保護者等に対し、次の感染
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防止の措置を呼びかける。 

   ・咳エチケット、マスク着用、手洗い、うがいの励行 

   ・新型インフルエンザ等を疑う症状を呈した際には、コールセンターに

相談してから医療機関に受診すること。 

（２）予防接種の支援 

ア 特定接種 

医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するために行

われる予防接種の実施を国が決定した場合には、兵庫県及び加東健康

福祉事務所との協働により、国が実施する登録事業者の接種対象者へ

の特定接種が円滑に行われるよう協力する（以下のとおり）とともに、

地方公務員の特定接種を行い、速やかに接種を終了させる。 

   （ア）国が定める優先接種順位の徹底に協力する。 

   （イ）円滑なワクチン接種の実施体制確保に協力する。 

   （ウ）ワクチン接種の開始に伴い、国が実施する接種実施モニタリング 

及び予防接種法に基づく副反応報告について、一般社団法人小野市 

・加東市医師会等関係機関と連携して必要な協力を行う。 

（エ）登録事業者である医療機関は、新型インフルエンザ等医療の提供 

並びに生命・健康に重大・緊急の影響がある医療の提供に従事する 

医療従事者への特定接種を実施する。 

   （オ）市は、対象となる地方公務員に対して本人の同意を得て特定接種 

を行う。 

イ 住民接種 

（ア）国が特措法第 46条に基づく住民に対する予防接種又は予防接種法 

第 6条第 3項に基づく臨時予防接種の準備を開始した場合は、国、 

兵庫県及び加東健康福祉事務所と連携して接種体制の準備を行う。 

（イ）市行動計画に定めた接種体制に基づき、具体的な接種体制の構築 

の準備を進める。 

（ウ）医療従事者が不足するなど、市独自で住民接種の体制が確保でき 

ない事態が予測されるときは、加東健康福祉事務所または兵庫県に 

対して協力を求める。 

（エ）市民に対し、住民接種の優先接種順位、接種会場、接種日程など 

を市民に広報するとともに、予防接種に対する相談に対応する。 

 

（３）社会活動制限の準備の要請 

市は、新型インフルエンザ等が県内に発生した場合に備えて、県及び 

加東健康福祉事務所が行う以下の要請に協力する。 
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ア 学校等及び保育所・福祉関係事業所（通所・短期入所事業所）に対 

する、感染防止の措置の呼びかけ。 

・手指の消毒設備の設置 

・咳エチケット、マスク着用、手洗い、うがいの励行 

・高熱のある児童・生徒、利用者、職員等の登校、通園、出勤等の自 

 粛 

イ 集客施設やイベント開催事業者に対する、感染防止措置の呼びかけ 

・手指の消毒設備の設置 

・従業員や利用客の咳エチケット、マスク着用、手洗い、うがいの励 

行 

・高熱のある利用者の利用自粛 

・高熱のある従業員の自宅待機 

・同居家族で新型インフルエンザ等患者が発生した利用者の利用自粛 

及び従業員の自宅待機 

・発生時の施設の休業や、イベントの中止又は延期の検討 

   ウ 育児・介護のために休まざるを得なくなった従業員の休暇取得につ 

いての事業者への特別な配慮の要請 

   エ 対策レベル３の状況等においてやむなく保育を行う場合を想定して、 

保育所を支援するシステムの検討 

 

   対策レベル３に相当する新型インフルエンザ等が発生した場合は、次の 

社会生活活動制限の要請を行うことがあることを事前に周知しておく。 

   ア 市民に対する不要不急の外出の自粛要請 

   イ 施設管理者に対する施設の使用制限 

   ウ 事業者等に対する集会・イベント等の中止又は延期の要請 等 

 

４ 医療体制 

（１）専用外来及び相談センター 

   加東健康福祉事務所が中心となって事前に北播磨圏域健康福祉推進協議 

会で検討し、準備している医療機関において、専用外来を設置し、患者の 

受け入れ体制を準備される。また、一般医療機関においても準備が開始さ 

れる。さらに、加東健康福祉事務所内に相談センターが設置される。 

 

（２）医療機関における対応 

ア 専用外来における対応 

専用外来は、相談センターが新型インフルエンザ等への感染が疑われ 
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ると判断した者について、同センターからの依頼により診察するとされ 

ている。市内の専用外来から相談・問い合わせがあった場合には、市は 

加東健康福祉事務所と協働して対応する他、専用外来との情報交換、連 

携に努める。 

  イ 一般医療機関における対応 

（ア）一般医療機関においては、発熱等の症状がある者の受診に対し、院 

  内感染を防止するための感染防止策を励行する。 

（イ）有症帰国者が一般医療機関を受診した場合には、別室等で待機させ、 

直ちに相談センターへの連絡を行うよう、兵庫県及び加東健康福祉事 

務所が周知することに対して、市は協力する。 

 ウ 医療体制の確保 

（ア）市は、一般社団法人小野市・加東市医師会等関係機関との連携によ 

り、兵庫県及び加東健康福祉事務所が新型インフルエンザ等の流行拡 

大に伴う重症者の増加に備えて行う外来協力医療機関の確保に協力す 

る。 

（イ）市は、兵庫県及び加東健康福祉事務所が行う入院病床の確保に協力 

  する。 

 

（３）感染対策に係る個人防護具等の確保 

   患者等に直接接触する業務を行う職員等の感染予防のため、個人防護具 

（マスク、防護服、消毒薬等）の在庫状況、市場流通状況の確認を行うと 

ともに、必要数を確保する。 

 

５ 市民生活及び市民経済の安定の確保 

（１）関係事業者等への準備要請の協力 

兵庫県または加東健康福祉事務所が行う以下の業務に対する協力を行う 

とともに、市自らの職員への指導等について県の要請を遵守する。 

兵庫県及び加東健康福祉事務所は、公共機関や県民生活の安定のために 

不可欠の事業者、不特定多数の県民を特定の場所等に受け入れる等、感染 

を拡大させることにつながる可能性のある事業を行う者に対し、 

①  従業員の健康状態を十分把握し、異状を呈する従業員がある場合

には、自宅待機等の措置を行うこと。 

②  家族の看護等のために休まざるを得ない従業員に、休暇取得等の

配慮を行うこと 

③  従業員や利用者を含め、咳エチケットの徹底・マスクの着用・手

洗い・うがいの徹底、人と人との不用意な接触の防止等の感染防止
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措置をとることを要請する。 

 また、次のとおり、関係事業者に対し、必要な措置を実施するよ

う要請する。 

  ア 大規模集会、興行等不特定多数が集合する事業を主催する者に対して、 

開催の延期、自粛等ができないか検討することを要請 

  イ 指定(地方)公共機関及び登録事業者に対して、業務計画及び事業継続

計画に基づく事業の継続について十分に準備することを要請 

  ウ 病院等の医療機関、高齢者施設等の福祉施設に対して、感染防止措置 

のより一層の強化と徹底、基礎疾患を有する入院・入所等へのケアの徹 

底、集団感染が発生したときの医療の確保についての検討を要請 

  エ 事業者の業務継続の必要性から出勤せざるを得ない従業員等の保育ニ 

ーズに対応するため、保育施設が休業となった際でも、必要最小限の乳 

幼児を受け入れる体制を構築する。 

 

（２）遺体の火葬・安置 

市は、火葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こった場合に備え、国 

等からの要請に応じ一時的に遺体を安置できる施設の確保ができるよう準 

備を行う。 
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Ⅴ 県内発生早期の対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅰ）基本的事項 

新型インフルエンザ等の状態 

・県内又は隣接府県で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、国内 

において全ての患者の接触歴を疫学調査で追える状態。 

・地域によっては未発生期の状態である場合がある。（地域未発生期） 

※ 県内未発生期の場合でも、首都圏等の大都市圏での発生があり、早晩、

感染が全国に拡大していくことが想定されるときは、日本全域が緊急事

態宣言※の区域となることがある。この場合には、県内発生早期として、

国の基本的対処方針などに従い、緊急事態の措置を実施する。 

  ※緊急事態宣言 

   国民の生命・健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある新型インフル

エンザ等が国内で発生し、全国的かつ急速なまん延により、国民生活及び国

民経済に甚大な影響を及ぼすおそれが認められるときは、特措法第 32 条に

基づき、政府対策本部長が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行う。宣言

後は、住民の外出自粛要請、学校・保育所等の施設の使用制限（特措法第

45 条）のほか、臨時の医療施設の開設（特措法第 48 条）、物資の売渡しの

要請（特措法第 55 条）などの対策を行うことができる。 

県内発生早期における対策の目的 

（１） 市内への感染拡大をできる限り抑える。 

（２） 患者が適切で迅速な医療を受けられるよう支援する。 

（１） 感染拡大に備えた体制の整備を行う。 

県内発生早期における対策の考え方 

（１） 感染拡大を止めることは困難であるが、流行のピークを遅らせるため 

の対策を行う。 

① 県内（隣接府県含む。以下同じ）で、患者が発生した場合は、国の基 

的対処方針を基本としつつ、海外及び国内における臨床症例から得るこ 

とのできる病原性（重症者の発生状況等）及び感染力（発生患者等）の 

程度を踏まえ、兵庫県及び加東健康福祉事務所の決定に準じて、対策項 

目ごとに本計画に定める３つの対策レベルのいずれを選択するかを決定 

し、実施する。 
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（Ⅱ）対策の内容 

１ 実施体制 

（１）市の対処方針の変更 

市対策本部は、県内に患者が発生した場合は、兵庫県及び加東健康福祉 

事務所が検討し決定した対策の変更に準じ、又は参考にして、海外発生期 

(県内未発生期)に決定した対策を見直す。見直した対策に基づき、総合調 

整の上、市の対処方針を変更し、公表する。 

    国が緊急事態宣言を行った場合には、原則として対策レベル３を選択す 

る。なお、県内で国内初の患者が発生した場合など、県内発生あったにも 

かかわらず、臨床症例不足等の理由から国が緊急事態宣言の発出に時間を 

要する場合が考えられる。この場合において、県は、状況不明下では最悪 

の事態を想定して対応に当たるという危機管理の原則を踏まえ、国の宣言 

前において対策レベル３の対策を実施する場合がある。その実施に当って 

は、海外の状況（死亡率や重症度等）を踏まえるとともに、有識者の意見 

を求める。 

  ② 対策レベル３の対策には、個人や企業の活動に制限を求めるものが含ま 

れる。新型インフルエンザ等のまん延が、健康被害だけでなく、社会生活 

や経済活動等にも重大な影響を及ぼすことについて、市民に十分な理解が 

得られるよう啓発を行う。 

（２） 県内発生早期における新型インフルエンザ等の診療体制は、通常の医療 

体制とは別に専用の体制が設けられるため、このことについて、感染対策 

とともに十分に市民に情報提供する。 

（３） 国内での患者数が少なく、症状や治療に関する臨床情報が極めて少ない 

事が予測される。このため、国・県から提供される国内外の情報等を最大 

限に医療機関等に提供する。 

（４） 不安によって発熱や呼吸器症状を新型インフルエンザと疑って受診する 

者が多数発生する可能性がある。加東健康福祉事務所の指導のもと、こう 

した者を適切な医療機関窓口に誘導する体制を整備するとともに、医療機 

関における院内感染対策の徹底を要請する。 

（５） 県内感染期への以降に備えて、医療体制の確保、市民生活及び経済の安 

定の確保のための準備を急ぐ。 

（６） 住民接種を早期に開始できるよう準備を急ぎ、体制が整い次第速やかに 

実施する。 
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（２）国が緊急事態宣言を行った場合の措置 

国が緊急事態宣言を行った場合、直ちに「小野市新型インフルエンザ等 

対策本部」を設置する。 

２ 情報収集・提供 

（１）情報の収集・分析 

  ア 情報収集の強化 

    市は、県内未発生期に引き続き、新型インフルエンザ等の発生に関し 

て国内外の機関が公表する情報をはじめ、各種サーベイランス情報（症 

例定義を満たすインフルエンザ患者数、入院患者数、学校・施設サーベ 

イランス）、近隣府県の発生状況等、県が収集・確認・分析した情報の入 

手に努める。 

イ サーベイランスの実施・協力 

（ア）小野市教育委員会は、学校等での集団発生の把握を強化する。 

  （イ）市は、県が行う情報収集に協力する。 

（２） 情報提供 

  ア 市民への情報提供 

    市民への情報提供にあたっては、感染者や患者等に関する誹謗・中傷 

等を防止するため、感染リスクや必要かつ適切な感染防止の措置を具体 

的に周知し、市民が過剰な行動に至らないよう最大限努める。 

（ア）インターネット等を活用した情報提供 

患者の発生状況、県の記者発表内容、記者会見概要等の情報を、ホ 

ームページ、広報、チャイコムネット、自治会を通じたチラシの全戸 

配付・全戸回覧、安心安全パトロール車等を活用して発信に努める。 

（イ）危機管理対応への理解促進 

初期の段階において、新型インフルエンザ等の病原性や感染力に関 

する情報が明確でない場合には、危機管理の視点から不要不急の外出 

自粛要請等の社会活動制限の要請を行うことがあることについて、市 

民や事業者等の理解を得るよう情報提供に努める。 

（ウ）感染症の正しい理解等 

新型インフルエンザ等には誰もが感染する可能性があることを伝え、 

個人レベルでの感染対策や、感染が疑われ、また患者となった場合の 

対応（受診の方法等）を周知する。 

また、学校・保育施設等や職場での感染対策についての情報を適切 

に提供する。 

イ 情報共有 

   市は、兵庫県及び加東健康福祉事務所や関係機関等との間でインターネ 
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  ット等の活用によるリアルタイムかつ双方向の情報共有を強化し、対策の 

  方針の迅速な伝達と、対策の現場の状況把握を行う。 

 ウ 市相談窓口体制の充実・強化 

   相談者に対し、県が作成するＱ＆Ａ等に沿った指導・助言を確実に行う 

など、健康課に設置した相談窓口の機能が十分に稼働できる体制を作り、 

相談者数が許容量を超える等の問題が生じる場合には、市対策本部内で協 

議し、対応を決定する。 

 エ 医療機関への情報提供 

   兵庫県及び加東健康福祉事務所との役割分担や協力要請により、発生し 

ている新型インフルエンザ等の臨床像、治療法等の治療に関する情報のほ 

か、地域における発生状況等を随時、医療機関に情報提供する。 

 

（３）県内発生早期における患者発生情報の公表 

市は、県が公表する患者発生の情報を、個人情報の取扱に留意しつつ、 

ホームページやチャイコムネット、全戸回覧等により感染拡大の防止に向 

け、関係機関等と連携して市民への呼びかけを行う。 

（公表内容例） 

①  患者の発生地域、発生日、患者の病状及び感染経路 

②  医療機関を受診する際の留意事項（加東健康福祉事務所への事前連

絡） 

③  不要不急の外出の自粛（食料の買い出し、医療機関への通院、仕事

場への出勤など生活の維持のために必要なもの以外の、いわゆる不要

不急の外出を指す。）、在宅勤務の推奨。 

④  感染対策の実践啓発(手洗い、咳エチケットの励行、濃厚接触者の

マスク着用等感染対策の徹底等) 

⑤  県・市の対策の周知（対策決定のプロセス、県コールセンターの開

設、市相談窓口の開設等） 

⑥  有識者からの新型インフルエンザ等に関するコメント 

 

３ 予防・まん延防止 

  県内発生早期となった場合には、兵庫県及び加東健康福祉事務所が感染症 

 法に基づき実施する患者への対応（治療・入院措置等）や患者の同居者等の 

 濃厚接触者への対応（外出自粛要請、健康観察の実施等）に協力するととも 

に、個人が行うべき感染対策の啓発を強化する。 

Ａ 共通事項 

  本計画では、病原性、感染力の程度に応じて３つの対策レベル※を用意し 
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ているが、次の(１)から(４)の対策は、対策レベルの如何に関わらず実施す 

る。   ※対策レベル（５頁に記載） 

新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等の⇒ ﾞ病原性 感染力 

対策レベル１ 低い(重要化率 0.15％未満) 低いが高い場合もあり 

対策レベル２ 中等度(重要化率 0.5％前後) 低い～高い 

対策レベル３ 高い(重要化率 2.0％以上) 低い～高い 

 

（１）新型インフルエンザ等の患者に対する感染対策 

患者数が少なく、すべての新型インフルエンザ等の患者の感染経路を疫 

学調査で把握できる場合には、兵庫県及び加東健康福祉事務所の措置によ 

り、すべての患者は原則として入院し、感染症指定医療機関において適切 

な治療を受ける。 

新型インフルエンザ等発生国での滞在歴のある者又は患者の濃厚接触者 

以外の者が、新型インフルエンザ等が疑われるような症状を呈した際には、 

まず、コールセンターに相談し、指示を受けるよう呼びかける。 

 

（２）濃厚接触者対策 

新型インフルエンザ等の患者と濃厚接触した者は、すでに感染している 

可能性があるため、加東健康福祉事務所は、潜伏期間中、必要に応じ、濃 

厚接触者に感染対策を実施する。なお、状況に応じ、抗インフルエンザウ 

イルス薬の予防投薬等を実施される場合もある。 

【濃厚接触者への対応】 

―兵庫県・加東健康福祉事務所（以下、「県」という。）が実施、市は協力― 

①  県は、濃厚接触者に対し、感染症法第 44条の 3又は第 50条の 2の規定

に基づき、健康観察、有症状時の対応指導及び外出自粛の要請等の感染を

防止するための協力を要請する。また、新型インフルエンザの場合、発症

を予防するために、必要に応じて、抗インフルエンザウイルス薬の予防投

薬を行う。 

 なお、患者が学校などに通っていた場合には、集団感染のおそれがある

ことから、感染症法に基づく対策以外に、学校保健安全法に基づく学校の

臨時休業の実施についても検討する。 

②  県は、感染症法に基づく入院措置等を中止した後、厚生労働省から示さ

れた日数を目安に、必要に応じて、患者及び濃厚接触者に対して自宅待機

を求めることを検討する。 

【患者及び濃厚接触者の外出自粛等の目安の想定】 



-44- 

 

 

（３）個人における対策の啓発 

住民に対し、咳エチケット・マスク着用・手洗い・うがい・人混みを避 

ける等の基本的な感染対策等をより協力に勧奨する。 

 

 

 （参考）【発生国からの帰国者及び患者との濃厚接触者の対応】 

発生地域への滞在歴のある者および濃厚接触者で、インフルエンザ症状等がある。 

 

いいえ                 はい 

 

 

専用外来 

 

 

 患者及び濃厚接触者の外出自粛期間については、発生当初は国が過去の新

型インフルエンザに関する知見を踏まえて基本的対処方針等諮問委員会の意

見を聴いて目安を示すとともに、その後に得られた知見等を基にして、必要

に応じて変更するとされていることから、現時点で想定しうる目安を以下に

示す。 

（１）患者の自宅待機期間の目安 

① 患者の自宅待機期間の目安は、「適切な服薬等の治療のもと、発症した

日の翌日から７日を経過するまで、または解熱した日の翌々日までの

いずれか長い方」とする。 

② 自宅待機期間は、対策の効果と社会経済への影響のバランスを考慮し、

多くの患者の感染力が消失するまでの期間を目安とする。ただし、病

原性が高いと想定される場合にはより慎重に設定する。 

③ 医学的ハイリスク者に接する可能性がある者の自宅待機期間について

は、さらに慎重に設定する。 

（２）濃厚接触者の自宅待機期間の目安 

① 自宅待機期間の目安は、「患者が発症した日の翌日から７日を経過する

まで」とする。待機期間内に新型インフルエンザ等が疑われる症状等

が出現した場合の受診方法等を指導しておく。 

患者が増大するにつれて、濃厚接触者の自宅待機を厳格に求めるこ 

   とは市民生活・経済の安定の確保に悪影響を及ぼす度合いが高まるこ 

とから、状況に応じ、自宅待機の期間を緩和する。 

・外出自粛の指導 

・必要に応じて予防投与 

・有症状児の対応指導 

・健康福祉事務所（保健所）による健康観察 
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     PCR 検査依頼 

健康福祉事務所(保健所) 検体の移送業務 

県内衛生研究所にてＰＣＲ検査 

 

 

一般医療機関を受診  入院（感染症指定医療機関）への入院勧告 

 

治    癒 

 

 （４）水際対策への協力 

兵庫県等が行う以下の水際対策に協力する。 

   ア 兵庫県は、海外発生期(県内未発生期)に引き続き、検疫所から新型

インフルエンザ等の発生地域からの帰国者について通知又は報告（感

染症法第 15条の 2、第 15条の 3）があった場合は、健康観察等を実施

する。 

   イ 県警察は、海外発生期（県内未発生期）に引き続き、検疫強化及び 

密入国者対策に伴う警戒活動を実施する。 

 

Ｂ 対策レベルごとの事項 

対策レベル１ 

 市は、県又は加東健康福祉事務所からの連絡・依頼により、住民、事業者に 

対して次の要請を行う。 

 

（１）地域対策・職場対策の周知 

  ア 事業者に対し、時差出勤の実施等の基本的な感染対策等を勧奨する。

また、当該感染症の症状が認められた従業員の健康管理・受診の勧奨を

要請するなど職場における感染対策の徹底を要請する。 

  イ ウイルスの病原性等の状況を踏まえ、必要に応じて、学校・保育施設

等における感染対策の具体的な取り組み例を示すとともに、学校保健安

全法に基づく臨時休業（学級閉鎖・学年閉鎖・休校）を適切に行うよう

学校の設置者に要請する。 

専用外来での迅速診断キット検査 

 

 Ａ型陽性 
Ａ型陰性でも臨床

的に疑われるとき 

検体 

陰性 陽性 
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  ウ 公共交通機関等に対し、当該感染症の症状のある者の乗車自粛や、マ

スク着用等咳エチケットの徹底の呼びかけなど適切な感染対策を講ずる

よう要請する。（基本的に、県が行う。） 

  エ 病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施設や、多数の者

が居住する施設等における感染対策を強化するよう要請する。 

 

（２）予防接種 

  ア 特定接種 

    兵庫県、加東健康福祉事務所及び市は、海外発生期（県内未発生期） 

と同様、国の基本的対処方針を踏まえて、特定接種を進める。 

  イ 住民への予防接種 

    市は、国の方針に沿って、予防接種法第 6条第 3項に基づく新臨時予 

防接種を開始する。 

（ア）パンデミックワクチンが全県民分製造されるまで一定の期間を要す 

るが、供給が可能になり次第、市は関係者の協力を得て、国が決定し 

た接種順位に沿って接種を開始する。 

（イ）市は、兵庫県及び加東健康福祉事務所と連携して、国からの求めに 

応じて、住民への接種に関する情報提供を開始する。 

（ウ）接種の実施に当たり、国及び兵庫県、加東健康福祉事務所と連携し 

て、福祉総合支援センター・保健センター・コミセン・学校など公的 

な施設の活用や医療機関への委託等により接種会場を確保し、原則と 

して、小野市の区域内に居住する者を対象に集団的接種を行う。 

（エ）接種医等と連携し、予防接種後の副反応等の情報を迅速に集約する 

とともに、国が接種後に行うモニタリングに協力する。 

 

（３）社会活動制限等 

市は、県が実施する以下の社会活動制限等の対策に協力する。 

なお、国が緊急事態宣言を行った場合は、直ちに対策レベル３の対策に 

  切り替える。 

  ア 学校等の臨時休業 

（ア）施設ごとの臨時休業の判断 

学校等で患者が多く発生した場合には、その設置者等は、県・市教 

育委員会等と協議して定めた基準を踏まえ、学校医、加東健康福祉事 

務所等と相談のうえ、学校保健安全法に基づく臨時休業（学級閉鎖、 

学年閉鎖、休校）を判断する。 

（イ）臨時休業の実効性確保 
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臨時休業を行ったすべての学校等は、児童・生徒等に対して臨時休 

業の趣旨を周知し、極力外出を控えることと併せて、臨時休業中の授 

業等の履修上の扱いや家庭と学校との連絡方法、家庭での過ごし方に 

ついて混乱の生じないよう十分な確認と指導を行う。 

（ウ）部活動、対外交流の自粛 

学校等は、部活動や対外試合、全学交流事業により感染拡大しない 

よう、十分な配慮を行う。これらの中止・延期についても、状況を踏 

まえ適切に判断する。 

（エ）家庭への啓発 

   学校等は、児童・生徒等の保護者等に対し、正確な情報を適時に提 

  供し、感染予防と感染拡大の防止を啓発する。 

イ 保育所・福祉関係事業所の休業等 

（ア）県が、ウイルスの病原性等の状況を踏まえ、必要に応じて、保育施 

設等における感染対策の実施に資する目安を示した場合には、市はそ 

の周知に協力する。 

（イ）保育所・福祉関係事業所（通所・短期入所事業所等）は、施設内で 

患者が多く発生した場合には、季節性インフルエンザの対応に準じ、 

必要に応じ、その設置者が市と相談のうえ、当該施設の臨時休業等を 

判断する。 

ウ 集客施設における感染防止の措置の徹底等の要請 

（ア）県が要請する次の点について、市は、周知に協力する。 

① 咳エチケット・マスク着用・手洗い・手指の消毒液の設置・うがい 

等の基本的な感染防止の措置。 

②当該感染症の症状が認められた従業員の健康管理・受診の勧奨 

（イ）県は、季節性インフルエンザの対応に準じ、集客施設の休業は要請 

しない。 

 

対策レベル２ 

（１）地域対策・職場対策の周知 

対策レベル１に加えて県が行う次の対策に協力する。 

  ア 事業者に対し、従業員の出勤前の体温測定等により発熱がある者には 

欠勤を促し、適切な受診行動を進めるなど、より積極的な感染対策の徹 

底を要請する。 

  イ 地域における患者の発生状況等を踏まえ、臨時休業の判断基準を見直

し、学校保健安全法に基づく臨時休業（学級閉鎖・学年閉鎖・休校）を

適切に行うよう学校の設置者に要請する。 
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（２）予防接種 

対策レベル１と同様 

 

（３）社会活動の制限等 

海外発生期（県内未発生期）における対策に加え、県が実施する以下の 

対策に協力する。 

なお、国が緊急事態宣言を行った場合は、直ちに対策レベル３の対策に 

切り替える。 

  ア 学校等の臨時休業 

    対策レベル１と同様 

  イ 保育所・福祉関係事業所の休業等 

    対策レベル１と同様 

  ウ 集客施設における感染防止の措置の徹底等の要請 

    対策レベル１と同様の対策に加え、従業員の出勤時の検温、体調不良 

時の自宅待機（有給休暇扱い）及び適切な受診行動指示等、従業員の感 

染を減らすとともに感染者の重症化を防ぐための措置を検討するよう要 

請する。 

  エ 集会・イベント等における感染防止の措置の徹底等の要請 

 対策レベル１と同様の対策に加え、従業員の出勤時の検温、体調不良 

時の自宅待機（有給休暇扱い）及び適切な受診行動指示等、従業員の感 

染を減らすとともに、感染者の重症化を防ぐための措置を検討するよう 

要請する。あわせて、来客に対しても、咳エチケットの徹底などをより 

強く呼びかけることを要請する。 

 

対策レベル３ 

（１）地域対策・職場対策の周知 

対策レベル２に加えて県が行う次の対策に協力する。 

 ア 事業者に対し、事業活動が自主的に自粛できる部門について検討し、従 

業員の欠勤状況などを踏まえて自粛を行うことを要請する。 

 イ 病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施設や、多数の者が 

居住する施設等については、施設利用者の発病を早期に発見し、速やかに 

適切な医療を受けられるよう要請する。 

 

（２）予防接種 

ア 特定接種 

  対策レベル１と同様 
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イ 住民への予防接種 

  対策レベル１と同様 

 

＜国が緊急事態宣言を行った場合の措置＞ 

 市は、国の緊急事態宣言に基づき変更された基本的対処方針を踏まえると

ともに、未発生期ないし海外発生期(県内未発生期)において準備した接種体

制に基づき、住民への予防接種を実施する。 

 兵庫県及び加東健康福祉事務所は、必要に応じ、市が行う住民接種を支援

する。 

 

（３）社会活動の制限等 

海外発生期(県内未発生期)における対策に加え、兵庫県及び加東健康福 

祉事務所が新たに実施する以下の対策に協力する。 

Ａ 国が緊急事態宣言を行っていない又は行わない場合 

  国内での患者発生と国の緊急事態宣言との間には、症例の蓄積がないこ 

と等事態の掌握が十分にできないことが原因で、時間的なズレが生じる可 

能性が否定できない。その患者発生が県内又は隣接府県であれば、事態不 

明の場合は最高レベルの対応で臨むという危機管理の原則に基づき、県と 

して、対策レベル３の対策を実施せざるを得ない場合が生ずる。この場合 

には、兵庫県は、県条例第 3条に基づき、有識者の意見を聴いて実施の可 

否を判断される。 

  また、致命率や感染力が高いにもかかわらず、国が緊急事態宣言を行わ 

ないということも、絶対にありえないとはいえない。この場合にも、県と 

して同様の取扱いがなされる。 

  国が緊急事態宣言を行わない場合には、特措法第 4章に規定する緊急事 

態措置は実施できない。したがって、事業者等への要請は、特措法第 24 

条第 9項に基づく任意のものとして行うこととなる。 

 

 ア 市民の不要不急の外出自粛 

市民に対する不要不急の外出自粛の要請 

県は、原則として患者が確認された市区町の区域内に居住する県民に対 

し、外出・集会の自粛により感染防止を図るよう要請する。 

 イ 学校等の臨時休業 

（ア）臨時休業の要請 

県は、原則として患者が確認された市区町単位で臨時休業が要請され 

る。臨時休業を要請する区域は、患者の移動範囲、立寄先等を勘案し、 
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   これが広い場合には複数市区町を、逆に患者の移動が極めて限られる場 

   合には中学校区などのより狭い区域を指定するなど、柔軟に対応する。 

また、県教育委員会は、指定区域内の県立学校の臨時休業を行う。 

 （想定される対応例） 

② 県内で患者が確認された場合には、患者が確認された市区町の区域に

臨時休業を要請する。 

③ 児童・生徒等の居住地が広域にわたる学校等で患者が発生した場合

は、学校の所在地及び患者である児童・生徒等の居住地を含む市区町

の区域に臨時休業を要請する。 

④ 患者の生活の拠点が複数の市区町にまたがり、あるいは感染可能な期

間に濃厚接触を伴う立寄先がある場合は、当該市町にも臨時休業を要

請する。 

⑤ 必要に応じ、通勤・通学経路にあたる市区町についても臨時休業の要

請を検討する。 

⑥ 患者が幼稚園、小学校等の児童・生徒で、その行動範囲が小さく限定

され、外部との交流がないと判断できる場合は、臨時休業を要請する

地域の範囲を中学校区単位などに縮小することも検討する。 

⑦ 近隣府県で患者が確認された場合には、県内で患者が確認されていな

い場合でも臨時休業を要請する場合がある。 

（イ）児童・生徒等の出席停止等の措置の実施 

県は、児童・生徒等の通学が広範囲に及ぶ私立学校等において、学校 

等が所在する市区町における患者の発生がない場合でも、児童・生徒等 

が在住する市区町において患者が確認された場合には、設置者等の判断 

により児童・生徒等の出席停止又は臨時休業を行うことを要請する。 

 （ウ）臨時休業に備えた体制整備 

    学校等は、平成 21年の新型インフルエンザ(A/H1N1)への対応経験を踏 

まえ、対応マニュアルの整備、ホームページやメールなども活用した児 

童・生徒等や保護者への連絡手段の確保など、臨時休業に備えた体制の 

整備を進める。兵庫県、加東健康福祉事務所及び市は、患者発生時の学 

校等に対する支援を行う。 

 （エ）臨時休業の実効性の確保 

県は、臨時休業による感染拡大の防止という目的を実効あるものにす 

るため、児童・生徒等の指導について、次の事項を学校等に要請する。 

① 臨時休業の目的、意義等について啓発すること 

② 臨時休業中、児童・生徒同士の接触や人ごみへの外出(ゲームセンタ 

ー、カラオケ店、商業施設、繁華街へ児童・生徒同士で出歩くこと) 
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を控えるよう指導すること。 

③ 加東健康福祉事務所は、児童・生徒等の健康状態の把握を行うこと 

④ 児童・生徒等本人又は家族等の同居者に発熱、呼吸器症状乙の体調 

不良がある場合は直ちに学校に連絡するとともに、県内保健所に相談 

するよう指導すること。 

 ウ 保育所・福祉関係事業所の臨時休業等 

（ア）臨時休業の要請 

原則として患者が確認された市区町単位で臨時休業が要請される。臨 

時休業を要請する区域は、患者の移動範囲、立寄先等を勘案し、これが 

広い場合には複数市区町を、逆に患者の移動が極めた限られる場合に 

は中学校区等のより狭い区域を指定するなど、柔軟に対応する。 

（イ）代替措置の用意 

① 保育所においては、電話での育児・健康相談等を実施して在宅での保 

育を支援するとともに、医療従事者、ライフライン関係者等新型イン 

フルエンザ等対策のために休暇取得が困難な人のために、感染防止対 

策を厳重に徹底した上で、自所で小規模の保育を行うなど、代替措置 

を用意する。 

② 福祉関係事業所（通所・短期入所事業所等）においては、主たる代替 

措置となる訪問系サービスの提供がスムーズに行えるよう、体制を整 

備する。あわせて、事業者間で利用者の需要を相互に補完できるよう 

連携を図るとともに、ケアマネージャーの活動を強化する。 

また、やむを得ない理由により利用者の受入れが必要な場合には、感 

染防止対策を厳重に徹底した上で、例外的に通所・短期入所サービスを 

提供する。 

 エ 集客施設の臨時休業 

（ア）社会経済活動の維持に必要な施設 

次に挙げる施設は、社会経済活動の維持に必要な施設である。事業を 

継続するため、来客及び従業員に係る感染対策の徹底について要請を行 

う。 

これらの施設であっても、営業を継続することにより施設利用者に感 

染の拡大を継続させるおそれが非常に高い状況と判断されるなど、公衆 

衛生上の問題が生じていると判断される施設については、県が有識者の 

意見を聴いて、必要に応じて自粛（臨時休業）の要請を行う。 

① 病院  ②食料品店  ③銀行  ④工場  ⑤事務所 

⑥その他社会経済活動の維持に必要な施設 

（イ）その他の集客施設 
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県は、原則として患者が確認された市区町単位で、次に揚げる施設に 

対し、感染防止措置の徹底について要請を行う。市は、この要請を受け 

た市の施設については、直ちに感染防止措置を実行し、市内のその他の 

施設に対しての周知にも協力する。この要請だけでは当該施設の利用に 

起因する急速なまん延が防止できないと判断される場合には、有識者の 

意見を聴いて、必要に応じて営業自粛（臨時休業）の要請を行う。この 

うち、大学、専修学校等に対しては、臨時休業中の学生に対し、アルバ 

イト、不要不急の外出及び帰省等を控えるよう注意喚起の徹底を要請す 

る。 

① 劇場  ②運動・遊戯施設  ③集会・展示施設 ④大学・専修 

学校等  ⑤百貨店(食料品売場を除く)  ⑥娯楽施設 

⑦その他特措法施行令第 11条第 1項 3号から第 13号までに揚げる施設 

オ 集会・イベント等の自粛 

   市は、県が実施する以下のことについて周知、要請の協力を行う。 

   原則として患者が確認された市区町村において、集会・イベント等を開 

催する者に対し、当該集会・イベント等における感染防止措置の徹底を要 

請する。この要請だけでは当該集会・イベント等の開催に起因する急速な 

まん延が防止できないと判断される場合には、有識者の意見を聴いて、必 

に応じて集会・イベント等の中止又は延期の要請を行う。 

  小野市に患者が確認されている場合は、市が開催する集会・イベント等 

 については、中止又は延期する。 

 

Ｂ 国が緊急事態宣言を行った場合 

  市は、県が実施する以下のことについて周知、要請の協力を行う。 

  国が緊急事態宣言を行った場合は、特措法第 45条に規定する感染防止の 

ための協力要請等として、以下の対策を実施する。 

 （Ａ）社会活動制限の要請等を行う期間及び区域の決定 

    特措法第 45条第 1項では、都道府県知事が住民に対して期間及び区

域を決めて外出自粛等の要請をできるとされている。また、同条第 2項

では、特定の事業を行うための施設の管理者等に対して期間を定めて施

設の使用制限等を要請できることとされている。これらの期間及び区域

については、(Ｂ)で記述する要請等の実施事項に共通のものとして、次

の考え方に基づき決定する。 

① 期間：新型インフルエンザの場合は、1～2週間程度とする。ただ 

し、1週間単位で延長することがある。 

(考え方) 
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○季節性インフルエンザの潜伏期間は 2～5日間、発症から治 

癒までの期間はおおむね 7日程度である。 

○新感染症は別途検討を要する。 

○現時点で、将来発生する新型インフルエンザ等の「潜伏期 

間や治癒までの期間」を予測することは困難であり、発生 

した際の状況により、実施期間を設定する。 

② 区域：市区町単位又は二次保健医療圏域（県民局）単位とする。 

（考え方） 

  ○原則として患者が確認された市区町を実施区域とする。患 

者の移動範囲、立寄先等が広い場合には、複数市区町や二 

次保健医療区域（県民局）単位で指定する。逆に、患者の 

移動が極めて限られる場合には、中学校区等のより狭い区 

域を指定するなど、柔軟に対応する。 

        ○高等学校や私立学校等、児童・生徒等の居住地が広域にわ 

たる学校等で患者が発生した場合は、学校等の所在地及び 

患者である児童・生徒等の居住地を含む市区町を実施区域 

とする。 

        ○患者の生活の拠点が複数の市区町にまたがり、あるいは感 

染可能な期間に濃厚接触を伴う立ち入り先がある場合は、 

当該市町も実施区域とする。 

        ○必要に応じ、通勤・通学経路にあたる市区町についても実 

施区域とするよう検討する。 

        ○患者が、幼稚園、小学校等の児童・生徒等で、その行動範 

囲が小さく限定され、外部との交流がないと判断できる場 

合は、実施区域を中学校区単位などに縮小することも検討 

する。 

        ○近隣府県で患者が確認された場合には、県内で患者が確認 

されていない場合でも実施区域を指定する場合がある。 

（Ｂ）社会活動制限の要請等の実施事項 

 ア 住民の行動自粛 

    県は、特措法第第 45条第 1項に基づき、県民に対し生活に必要な 

場合を除きみだりに外出しないこと（不要不急の外出の自粛）を要請 

する。 

  イ 学校等の臨時休業 

（ア）臨時休業の要請 

学校等の設置者に対し、特措法第 45条第 2項に基づき、施設の使用
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制限（臨時休業）の要請を行う。市内の学校等は、要請に応じ臨時休

業とする。要請に応じず、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、

住民生活の混乱を回避するため特に必要があると認める時に限り、特

措法第 45条第 3項に基づく指示を行う。 

なお、特措法第 45条に基づき、要請又は指示を行った際には、その 

施設名を公表する。 

（ア）臨時休業に備えた体制整備 

学校等は、平成 21年の新型インフルエンザ(A/H1N1)への対応経験 

を踏まえ、対応マニュアルの整備、ホームページやメールなども活用 

した児童・生徒等や保護者への連絡手段の確保など、臨時休業に備え 

た体制の整備を進める。県や市町は、患者発生時の迅速な情報提供と 

学校における留意事項の提示など、患者発生時の学校等に対する支援 

を行う。 

（イ）臨時休業の実効性の確保 

臨時休業による感染拡大の防止という目的を実効あるものにする 

ため、児童・生徒等の指導について、次の事項を学校等に要請する。 

① 臨時休業の目的、意義等について啓発すること 

② 臨時休業中、児童・生徒同士の接触や人ごみへの外出（ゲーム

センター、カラオケ店、商業施設、繁華街へ児童・生徒同士で

出歩くこと）を控えるよう指導すること 

③ 加東健康福祉事務所と連携し、児童・生徒等の健康状態の把握

を行うこと 

④ 児童・生徒等本人又は家族等の同居者に発熱、呼吸器症状等の

体調不良がある場合は、直ちに学校に連絡するとともに、加東

健康福祉事務所に相談するよう指導すること。 

 ウ 保育所・福祉関係事業所の臨時休業等 

（ア）臨時休業の要請 

保育所・福祉関係事業所（通所・短期入所事業所に限る）に対し、 

特措法第 45条第 2項に基づき、施設の使用制限（臨時休業）の要請 

を行う。要請に応じず、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、県 

民の生命・健康の保護、県民生活・県民経済の混乱を回避するため特 

に必要があると認める時に限り、特措法第 45条第 3項に基づき、指 

示を行う。 

なお、特措法第 45条に基づき、要請・指示を行った際には、その 

施設名は公表される。 

（イ）代替措置の用意 
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① 保育所においては、電話での育児・健康相談等を実施して在宅で 

の保育を支援するとともに、医療従事者、ライフライン関係者等休 

暇取得が困難な人のために、感染防止対策を厳重に徹底した上で自 

所で小規模の保育を行うなど、保育を確保する。 

② 福祉関係事業所(通所・短期入所事業所等)においては、主たる代替

えサービスである訪問系サービスの提供がスムーズに行えるよう、

体制を整備するとともに、事業者間連携やケアマネージャーの活動

を強化する。 

また、やむを得ない理由により支援が必要な場合には、感染防止対 

策を厳重に徹底した上で、例外的に通所・短期入所サービスを提供 

る。 

  エ 集客施設の臨時休業 

（ア）社会経済活動の維持に必要な施設に対し、事業を継続するため特措 

法第 24条第 9除に基づき、来客及び従業員に係る感染対策の徹底の 

要請を行う。 

営業を継続することにより施設利用者に感染の拡大を継続させる 

おそれが非常に高いと判断されるなど、公衆衛生上の問題が生じてい 

ると判断される施設については、有識者の意見を聴いて、必要に応じ 

て特措法第 24条第 9項に基づき営業の自粛(臨時休業)要請を行う。 

① 病院  ②食料品店  ③銀行  ④工場  ⑤事業所 

⑥その他社会経済活動の維持に必要な施設 

⑦その他の集客施設 

（イ）その他の集客施設 

次に挙げる施設に対し、特措法第 24条第 9項に基づき感染防止措 

置の徹底について要請を行う。市は、この要請を受けた市の施設につ 

いて、直ちに感染防止措置を実行し、市内のその他の施設への周知に 

も協力する。この要請だけでは当該施設の利用に起因する急速なまん 

延が防止できないと判断される場合には、有識者の意見を聴いて、必 

要に応じて営業自粛（臨時休業）の要請を行う。このうち、大学、専 

修学校等に対しては、臨時休業中の学生に対し、アルバイト、不要不 

急の外出及び帰省等を控えるよう注意喚起の徹底を要請する。 

これらの要請に応じず、施設の従業員又は利用者又は利用者から、 

さらに感染が拡大するおそれがある場合など、公衆衛生上著しい問題 

が生じていると判断される施設で、建築物の床面積の合計が 1000㎡ 

を超えるもの又は厚生労働大臣が特に定めた 1000㎡以下の施設につ 

いては、有識者の意見を聞いて、必要に応じて特措法第 45条第 2項 
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に基づき、施設の使用制限（臨時休業）又は感染防止措置の徹底の要 

請を行う。 

この要請を行うにあたっては、可能な限り、これに先立ち、同法第 

24条第 9項に基づく要請を行い、施設管理者等の自主的な改善を促す 

ものとする。 

法第 45条第 2項の要請に応じない場合には、特措法第 45条第 3項 

に基づき、指示を行うことができるとされているが、この措置は、新 

型インフルエンザ等のまん延を防止し、県民の生命・健康の保護、県 

民生活・県民経済の混乱を回避するため特に必要があると認める時に 

限り行うものとする。 

     床面積が 1000㎡以下の施設において、公衆衛生上の問題が生じ、

特措法第 45条第 2項・第 3項の要請・指示を行う必要があると判断

される場合には、これらの条項の対象施設として指定するよう厚生労

働大臣に求めるものとする。 

なお、特措法第 45条に基づき、要請・指示を行った際には、その施 

設名が公表される。 

①劇場  ②運動・遊戯施設  ③集会・展示施設 

④大学・専修学校等  ⑤百貨店(食料品売場を除く) ⑥娯楽施設 

⑦その他特措法施行令第 11条第 1項 3号から第 13号までに揚げる施設 

 オ 集会・イベント等の自粛 

   （Ａ）により定めた区域内において集会・イベント等を開催する者に対 

し、特措法第 24条第 9項に基づき、当該集会・イベント等における感 

染防止措置の徹底を要請する。市は、この区域内に該当し県の要請を受 

けたときには、市の施設について、直ちに感染防止措置を実行し、市内 

のその他の施設への周知にも協力する。この要請だけでは当該集会・イ 

ベント等の開催に起因する急速なまん延が防止できないと判断される 

場合には、有識者の意見を聴いて、必要に応じて集会・イベント等の開 

催の中止又は延期の要請を行う。 

    集会・イベント等を建築物の床面積の合計が 1000㎡を超える施設や、 

厚生労働大臣が特に定めた 1000㎡以下の施設において開催しようとす 

る者で、上記の要請に応じず、集会・イベント等の開催によってさらに 

感染者から感染が拡大するおそれがある場合など、公衆衛生上の著しい 

問題が生じると判断される場合は、有識者の意見を聴いて、必要に応じ 

て特措法第 45条第 2項に基づき、開催の中止若しくは延期（開催の制 

限）又は感染防止措置の徹底を要請する。 

    この要請を行うにあたっては、可能な限り、これに先立ち同法第 24 
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条第9項に基づく要請を行い、開催者の自主的な改善を促すものとする。 

    法第 45条第 2項の要請に応じない場合には、特措法第 45条第 3項に 

基づき、指示を行うことができるとされているが、この措置は、新型イ 

ンフルエンザ等のまん延を防止し、県民の生命・健康の保護、県民生活・ 

県民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り行 

うものとする。 

    床面積が 1000㎡以下の施設において、公衆衛生上の問題が生じるお 

それのある集会・イベント等を行おうとしている場合で、特措法第 45 

条第 2項・第 3項の要請・指示を行う必要があると判断される場合には、 

これらの条項の対象施設として指定するよう厚生労働大臣に求めるも 

のとする。 

    なお、特措法第 45条に基づき、要請・指示を行った際には、その集 

会・イベント等の開催者や会場となる施設名が公表される 

 

４ 医療体制 

  対策レベル１から３まで（国が緊急事態宣言を行った場合を含む。）共通し 

て以下の対策を実施する。国が緊急事態宣言を行った場合で、以下の対策の 

実施だけでは不足があるときは、特措法第 47条に基づき、必要な措置につい 

て検討し、実施する。 

（１）基本的な医療体制 

   県内発生早期の医療体制については、政府行動計画及び県行動計画に基

づき、「海外発生期（県内未発生期）」と同様、次のとおりとする。 

   市は、兵庫県及び加東健康福祉事務所と連携し、医療体制の整備に協力

する。 

 ア 外来の医療体制 

   原則として、相談センターによる受診相談後、専用外来で診療する。 

   専用外来の設置にあたって、当該医療機関が仮設又は臨時の外来を設 

置する場合は、県内保健所（北播磨圏域内は加東健康福祉事務所）等に 

おいて医療法に基づく許認可事務を速やかに行う。 

 イ 入院の医療体制 

   新型インフルエンザ等と診断された者に対しては、原則として、感染 

症法に基づき、感染症指定医療機関への入院措置を行う。 

 ウ 確定患者の感染症指定医療機関への搬送 

   原則として、加東健康福祉事務所が搬送するが、患者の病状に応じて 

消防機関の協力を得て救急搬送を行うこともあることから、加東健康福 

祉事務所は、平時から消防機関と協力関係を構築しておく。小野市消防 



-58- 

 

本部は、協力の要請にできるだけ応じる体制を準備する。実際の搬送に 

あたって、加東健康福祉事務所は、確定患者の病状などを医療機関から 

聞き取り、医療及び消防などの関係機関と連携・協力して、病状に応じ 

た搬送を行う。 

 

【県内発生早期における医療体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）県内発生早期における医療体制 

県内発生早期においては、新型インフルエンザ等の病原性、感染力に関 

する情報が不十分と考えられることから、次の体制により対応する。 

  ア 外来医療体制 

（ア）専用外来での診療 

専用外来は、有症帰国者等を診療するほか、その他新型インフルエ 

ンザ等が疑われる者等について診療する。診療は、相談センターの紹 

介に基づき行う。 

（イ）一般医療機関における対応 

① 感染防止対策 

 全ての一般医療機関において、不顕性感染の者を含む新型インフ

ルエンザ等患者が紛れ込む可能性を念頭において、適切な感染防止
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＝内科・小児科等、通常インフルエン

ザの診療を行う全ての医療機関で、 

院内感染対策を行った上で対応。 
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対策を行うことを基本とする。 

 臨床症状等により新型インフルエンザが疑われる患者が来院し

た場合は、相談センターを紹介する。 

② 外来協力医療機関の準備 

 兵庫県及び加東健康福祉事務所は、県内感染期における患者増加

に対応するため、外来協力医療機関の設置準備を進め、市はこれに

協力する。 

 外来協力医療機関の設置にあたっては、発生している新型インフ

ルエンザ等の臨床像や重症患者の発生状況等詳細な情報を提供す

るとともに、事前の院内感染対策の資機材整備状況を踏まえて、加

東健康福祉事務所が圏域内医師会と十分に協議し、調整されるため、

市はこれに協力する。 

③ 集団感染が疑われる際の対応 

 医療機関は、インフルエンザの異常な（季節外れ、大規模等）集

団発生の情報がある場合や、新型インフルエンザ等にみられる特徴

的な症状が急激に増悪した患者を診た場合など、新型インフルエン

ザ等に感染している可能性が高いと考えられる患者を診察した場

合は、加東健康福祉事務所へ連絡する。 

  イ 入院医療体制 

（ア）入院対象者 

加東健康福祉事務所は、新型インフルエンザ等と診断された者に対 

しては、県と連携し、原則として、感染症法に基づき、感染症指定医 

療機関に移送し、入院措置を行う。 

病原性が低く入院治療の必要性がない新型インフルエンザ等の場合 

には、県を通じて国と入院措置の要否を協議し、決定する。 

入院治療は、感染症指定医療機関で治療を担当する医師の意見や有 

識者の助言を受けながら適切に行われるよう努める。感染症指定医療 

機関が満床などの場合は病状を勘案して必要に応じて、院内感染防止 

対策がとられている入院協力医療機関等へ入院措置(感染症法第 19条 

第 1項及び第 20条第 1項のただし書きの規定による入院)を行う。 

（イ）更なる医療機関の確保 

兵庫県及び加東健康福祉事務所は、入院協力医療機関の陰圧病床装 

置の整備状況などを踏まえて、重症インフルエンザ患者の治療の受入 

れに向け、入院協力医療機関以外の医療機関における（比較的軽症の） 

新型インフルエンザ等患者の受入れ体制、休止病棟の活用、緊急的な 

定員超過入院等を検討する。 
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（３）医療体制の移行 

県は、患者等の増加に伴う国の基本的対処指針の変更等により県内感染 

期の医療体制へと変更する。 

県としての医療体制の変更にあたっては、国の基本的対処指針を基本に、 

県内患者数や重症患者の発生状況を踏まえ、有識者の意見を聴くとともに、 

必要に応じて国と協議し決定される。 

 

（４）空床情報収集・共有システムの開発 

兵庫県及び加東健康福祉事務所は、入院患者の状況を踏まえ、圏域内医 

師会の協力を得て、圏域内における新型インフルエンザ等患者の入院が可 

能な医療機関の空床状況を毎日把握するなど、情報共有を開始する。 

 

（５）検査体制 

県及び加東健康福祉事務所は、県内発生早期（地域発生早期）において 

  有症帰国者等のほか臨床症状から新型インフルエンザ等の感染が疑われる 

者は全例、原則、医療機関において検体を確保し、加東健康福祉事務所が 

県内衛生研究所へ搬送して、ＰＣＲ検査等による確定検査を行う。 

また、ＰＣＲ検査の需要増に伴い、県内衛生研究所のいずれかにおいて 

検査処理可能件数を超える場合は、相互応援を行うなど協力・連携を行う。 

 

（６）抗インフルエンザウイルス薬の予防投薬 

県は、国と連携し、医療機関の協力を得て、新型インフルエンザ等患者 

の濃厚接触者、医療従事者又は救急隊員であって十分な防衛なく曝露した 

者には、必要に応じて抗インフルエンザウイルス薬の予防投与や有症状時 

の対応を指導する。 

 医療機関は、保健所長から依頼のあった場合は、備蓄している抗インフ 

ルエンザウイルス薬を用いた予防投与の実施に協力する。 

 なお、症状が現れた場合には、感染症指定医療機関等へ移送する。 

 

（７）抗インフルエンザウイルス薬等の安定供給 

県及び加東健康福祉事務所は、新型インフルエンザ等の治療を行う医療 

機関に対して、国の「抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン」 

の周知を図るとともに、抗インフルエンザウイルス薬の適正な使用と流通 

を要請する。 

インフルエンザ迅速検査キットについては、使用有効期限が平均 18か月 

間程度であり、長期間の備蓄が不可能であるため、県はメーカーへ増産を 
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要請すること等により安定供給を図る。 

 

（８）濃厚接触者の把握と指導 

  ア 積極的疫学調査等 

    加東健康福祉事務所は、積極的疫学調査等を実施し、濃厚接触者の特 

定等感染リスクの把握に努める。 

  イ 予防対策の強化 

    加東健康福祉事務所は、濃厚接触者に対して健康観察を行うとともに 

必要に応じて予防投薬の指示を行う。また、当該濃厚接触者が発症した 

場合は、専用外来への受診を指導する。 

 

（９）医療機関・薬局における警戒活動 

県警察は、医療機関・薬局及びその周辺において、混乱等による不測の 

事態の発生を防ぐため、必要に応じた警戒活動を行うものとする。 

 

５ 市民生活及び市民経済の安定の確保 

 

対策レベル１及び対策レベル２ 

（１）物資の流通確保 

  ア 市民・事業者への呼びかけ 

    兵庫県が、食料品、生活必需品等の購入に当って買占め等必要以上の 

消費行動を起こさず冷静に行動するよう呼びかけるため、市は同様に市 

民への周知に努める。周知にあたっては、ホームページやチャイコムネ 

ット、自治会を通した全戸回覧・全戸配付チラシ、安心安全パトロール 

車による広報等を活用する。 

    事業者に対しては、県が、食料品、生活関連物資等の価格が高騰しな 

いよう、また、買占め及び売惜しみが生じないよう要請する。 

  イ マスク等の流通確保 

    兵庫県及び加東健康福祉事務所は、マスク等生活関連物資の不足や価 

格の上昇、又はそのおそれがある場合には需給状況や価格上昇の原因を 

速やかに調査のうえ、流通の円滑化及び価格の安定を図る。 

 

対策レベル３ 

対策レベル１及び対策レベル２の対策に加えて、県が行う次の対策に協力ま

たは主体となって実施する。 

（１）指定(地方)公共機関への要請 
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   指定(地方)公共機関に対し、各々が定める業務計画に基づき新型インフ 

ルエンザ等対策を実施するよう要請する。 

 

（２）物資の流通確保 

事業活動、流通の機能低下等に伴う食料、生活必需品の不足が予測され 

ることから、食料、生活必需品の価格や流通状況の監視を強化するととも 

に、買占め・売惜しみ等の防止を図り、流通の円滑化及び価格の安定に努 

める。 

 

（３）遺体の火葬・安置 

   市は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携し、円滑な火葬 

が実施できるよう努める。また、火葬上の火葬能力に応じて、臨時遺体安 

置所として準備している場所を活用し、遺体の保存を適切に行う。 

市は、自らの火葬場の受け入れ能力等の事情で、広域的な連携を図る必 

要性が生じた時には、近隣市や兵庫県との情報共有や連携に努めるものと 

する。 

＜国が緊急事態宣言を行った場合の措置＞ 

 国が緊急事態宣言を行った場合には、上記の対策に加え、必要に応じ、以下

の対策を行う。 

（１）事業者のサービス水準の低下にかかる市民への呼びかけ 

   市民に対し、新型インフルエンザ等がまん延した場合には、事業者のサ 

ービス水準が低下することがあることを許容するよう呼びかける。 

（２）緊急物資の輸送の要請 

  県が行う以下の項目に対して、市は協力する。 

  ア 緊急の必要がある場合には、運送事業者である指定(地方)公共機関に

対し、食料品等の緊急物資の輸送を要請する。 

  イ 緊急の必要がある場合には、県医薬品卸業協会等と締結している新型

インフルエンザ等発生時の医薬品等の流通に係る協定に基づき、医薬品

又は医療機器の配送を要請する。 

  ウ 正当な理由がないにもかかわらず、上記の要請に応じないときは、県

は必要に応じ、指定(地方)公共機関に対して輸送又は配送を指示する。 

（２）生活関連物資等の価格の安定等 

兵庫県との協働により、生活関連物資等の価格が高騰しないよう、また、 

買占め及び売惜しみ賀生じないよう、調査・監視するとともに、必要に応 

じ、関係事業者団体等に対して供給の確保や便乗値上げの防止等の要請を 

行う。また、必要に応じ、県民・市民からの相談窓口・情報収集窓口の充 
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実を図る。 

（３）犯罪の予防・取締り 

県警察及び県は、混乱に乗じて発生が予測される各種犯罪を防止するた 

め、犯罪情報の集約に努め、県民に対する広報啓発活動を推進するととも 

に、県警察は、悪質な事犯に対する取締りを行う。 

（４）指定(地方)公共機関との連携 

指定(地方)公共機関は、国が緊急事態宣言を行った場合には、以下に示 

すとおり、特措法に基づき自ら定めた業務計画を実施する責務を負ってい 

る。 

 県は、国の緊急事態宣言の内容や政府駆動計画に基づき実施される事

業継続のための法令の弾力運用について情報共有するとともに、県対策

本部への参画を求める等、指定(地方)公共機関と連携を図る。 

○電気・ガス事業者 

○水道事業者である市 

 市行動計画又は業務計画で定めるところにより、消毒その他衛生上の 

措置を万全に行い、水を安定的かつ適切に供給するために必要な措置 

を講ずる。 

○運送事業者 

○電気通信事業者 

○郵便事業を営む者及び一般信書便事業者 

（６）登録事業者への要請 

   登録事業者は、国が緊急事態宣言を行った場合には、医療の提供並びに 

国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務の継続的な実施が求められ 

る。県は、登録事業者に対し、必要に応じ、国の緊急事態宣言の内容等に 

ついて情報提供を行う。 
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Ⅵ 県内感染期の対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅰ）基本的事項 

新型インフルエンザ等の状態 

・県内のいずれかの地域で、新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学的 

調査で追えなくなった状態 

・感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。 

・県内でも、地域（市町や圏域等）によって状況が異なる可能性がある。（地 

域未発生期・地域発生早期の状態で地域感染期に至っていないなど） 

県内感染期における対策の目的 

（１） 医療体制を維持する。 

（２） 健康被害を最小限に抑える。 

（３）市民生活及び市民経済への影響を最小限に抑える。 

県内感染期における対策の考え方 

（１） 感染拡大を止めることは困難であり、対策の主眼を、早期の積極的な 

感染拡大防止から被害軽減に切り替える。ただし、県内でも地域ごと

に発生段階が異なる場合があることから、状況に応じた一部のまん延

防止対策は実施する。 

（２） 県内及び近隣府県の発生状況等を勘案し、県が実施すべき対策を判断

するため、市は県に準じ対策を決める。 

（３） 状況に応じた医療体制や感染対策、ワクチン接種、社会・経済活動の

状況等に照らし、市民一人ひとりが自らとるべき感染対策について理

解し、自発的行動がとられるように積極的な情報提供を行う。また、

新型インフルエンザ等の重症化を防ぐため、発症者が直ちに適切な受

診行動をとるよう啓発する。 

（４） 流行のピーク時の入院患者や重症者の数をなるべく少なくして医療

体制への負担を軽減する。 

（５） 医療体制の維持に全力を尽くし、必要な患者が適切な医療を受けられ

るようにし健康被害を最小限にとどめる。 

（６）受診患者数を減少させ、入院患者数や重症者数を抑え、医療体制への 

負担を軽減するため、ワクチン供給後に住民接種を早期かつ短期間で 

実施できるよう準備を急ぎ、体制が整い次第、速やかに実施する。 



-65- 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅱ）対策の内容 

１ 実施体制 

  市対策本部は、以下のとおり県が決定し公表した情報に基づいて、市の実 

施体制を決定する。 

県対策本部は、県内のいずれかの地域で、新型インフルエンザ等の患

者の接触歴が疫学的調査で追えなくなったと判断できる場合は、有識者

の意見を聴いて、県内感染期に移行した旨を認定し、当該期において行

うべき対処方針を変更し、公表する。 

なお、対処方針の決定については、原則として二次保健医療圏域ごと

の状況を踏まえて定める。 

   

 

<国が緊急事態宣言を行っている場合の措置> 

 国が緊急事態宣言を行った場合には、上記の対策に加え次の対策を行

う。 

① 市は、直ちに市対策本部を設置する。 

② 新型インフルエンザ等のまん延により緊急事態措置を行うことが

できなくなった場合には、国と協議のうえ、特措法第 38条に基づ

き県による代行の措置を講じる。 

③ 市は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たり、自らの要員や物

資等に不足が生じたときは、特措法第39条および第42条に基づき、

他の地方公共団体に応援や職員の派遣を求めることができる。ま

た、特措法第 41条に基づき、他の地方公共団体に事務を委託する

ことができる。 

 

２ 情報収集・提供 

（１）情報の収集・分析 

  ア 情報収集の強化 

    県は、県内発生初期と同様、世界保健機構（ＷＨＯ）、厚生労働省、 

   国立感染症研究所等の専門機関から、国内・国外での新型インフルエン 

（７） 欠勤者の増大が予測されるなか、市民生活や経済への影響を最小限に抑え 

るため必要なライフライン等の事業活動を継続させる。また、その他の社会 

活動についてもできる限り継続させる。 

（８）状況の進展に応じて、必要性の低下した対策の縮小・中止を図る。 
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ザ等の発生状況、抗インフルエンザウイルス薬やワクチンの有効性・安 

全性等に関する必要な情報を収集し、市はこの情報を入手する。また、 

関西広域連合構成団体の患者発生状況、医療体制、社会的活動制限に対 

する対応等の情報を入手する。 

  イ サーベイランス 

    兵庫県及び加東健康福祉事務所は、患者発生状況に応じて、患者全数 

を把握することから、重症者や死亡者、集団発生を把握する体制へと移 

行する。 

小野市教育委員会は、学校等における集団発生のサーベイランスを継 

続する。 

 

（２）情報提供 

県内発生早期と同様、市はホームページ、チャイコムネット、自治会を 

通した全戸回覧、全戸配布チラシ、安心安全パトロール車等により、市民 

への情報提供を継続する。その際、特に以下の事項についての情報提供を 

強化する。 

  ア 市民への情報提供 

（ア）患者の急激な増加を抑制するため、予防や発症時の対処方法等につ 

いて重点的に周知する。 

（イ）市は、一般社団法人小野市・加東市医師会等と連携して、不要不急 

の受診を控えるよう、市民に周知する。 

（ウ）県内感染期への移行宣言 

県知事が県内発生期への移行宣言を発出すると同時に、市は、感染 

拡大防止、医療体制の確保、社会活動維持に向けた必要な情報を市民 

へ提供する。これらの例としては、以下の事項が考えられる。 

① 外出や集会の自粛要請 

② 外来・入院医療体制の変更等（重症患者以外は自宅療養となること

等） 

③ 入院・在宅医療・生活支援等に関する情報 

  イ 専用外来および外来協力医療機関名の公表 

    兵庫県及び加東健康福祉事務所は、新型インフルエンザ等が疑われる 

症状を呈している者の診療可能な専用外来および外来協力医療機関の情 

報について、ホームページにて公表するため、市も同様の情報を市民へ 

提供する。 

  ウ コールセンターの継続 

    加東健康福祉事務所に、引き続きコールセンターが設置されるため、 



-67- 

 

市はこのことを周知し、有症状の相談者へコールセンターを紹介する。 

また、加東健康福祉事務所との相談・連携において、コールセンターの 

機能の一部を市が担う必要がある場合は、市の相談窓口の体制を変更す 

る。 

  エ 医療機関への情報提供 

    市は、加東健康福祉事務所と協働して、一般社団法人小野市・加東市 

医師会等に対し、引き続き、症例定義や医療体制の状況等、医療を提供 

するために必要な情報の提供を継続する。 

 

３ 予防・まん延防止 

  県内感染期においては、感染拡大を止めることは困難であり、対策の主眼

を、早期の積極的な感染拡大防止から被害軽減に切り替えることになる。一

方で、患者数の増加に伴い地域における医療体制の負荷が過大となり、適切

な医療を受けられないことによる重症者・死亡者数が増加する可能性もある。

このため、県内感染期においてもまん延防止対策を講じる。 

  

対策レベル１から３までの共通事項 

（１）患者・濃厚接触者への対応 

   り患した患者については、症状が経過しても感染力がなくなるまで外出 

しないよう呼びかけを継続する。 

   なお、県内感染期においては、増加する患者に対する抗インフルエンザ 

ウイルス薬による治療を優先する。県内発生早期において兵庫県および加 

東健康福祉事務所が実施することとしている患者の同居者を除く濃厚接触 

者に対する予防投薬は実施しない。 

   患者の同居者の感染予防を目的とした抗インフルエンザウイルス薬の予 

防投与については、国が予防投薬の効果を評価した上で、継続するかどう 

かを決定するので、国方針に沿って決定した県の方針により対応する。 

 

（２）個人としての対策の啓発 

市民に対し、ホームページ、チャイコムネット、自治会を通した全戸回 

覧、全戸配布チラシ、安心安全パトロール車等により、咳エチケット・マス

ク着用・手洗い・うがい・人ごみを避ける等の基本的な感染対策等を強く勧

奨する。 

 

（３）地域対策・職場対策の周知 

   市は、兵庫県および加東健康福祉事務所と連携して、県内発生早期と同 
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様の対策を実施するほか、患者数や欠勤者数の増加に応じて次の対策を行 

う。 

  ①兵庫県および加東健康福祉事務所に協力し、事業者に対し、欠勤者の状 

況を踏まえて、必要不可欠な事業活動の継続と不急の事業活動の縮小を 

検討するよう要請する。 

② 地域における患者の発生状況と医療提供のキャパシティを考慮し、市長

単位などで地域的に限定して、学校保健安全に基づく臨時休業（学級閉

鎖・学年閉鎖・休校）を行うよう、県または加東健康福祉健康福祉事務

所が学校の設置者に要請した場合には、市は協力する。 

 

（４）予防接種 

   兵庫県および加東健康福祉事務所は、県内発生早期と同様、ワクチンを 

確保し、速やかに供給するとともに、国が行う特定接種に協力する。市は、 

特定接種に協力するとともに、予防接種法第 6条第 3項に基づく新臨時接 

種を実施する。 

 

<国が緊急事態宣言を行っている場合の措置> 

 国が緊急事態宣言を行っている場合には、県は国と連携して、ワク

チンを速やかに供給するとともに、市は特措法第 46条に基づく住民に

対する予防接種を行う。 

 

対策レベル１及び対策レベル２ 

社会活動の制限等 

   県内発生早期の対策レベル１又は対策レベル２の対策と同様に実施す 

る。 

 

対策レベル３ 

（１）患者・濃厚接触者対策 

  ア 県は、国と連携し、医療機関に対し、県内感染期においては、患者の 

治療を優先することから、患者との濃厚接触者（同居者を除く）への抗イ

ンフルエンザウイルス薬の予防投与を原則として見合わせるよう要請す

る。患者の同居者に対する予防投薬については、期待される効果を評価し

た上で継続の有無を決定する。 

  イ 県は、県内感染期となった場合は、患者の濃厚接触者を特定しての措 

置（外出自粛要請、健康観察等）は中止する。 
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（２）社会活動の制限等 

   県内発生早期の対策レベル１又は対策レベル２の対策と同様に実施す 

る。 

 

 

４ 医療体制 

  地域ごとの患者発生状況に応じて、対策の主眼をまん延防止から被害軽 

減（重症化予防）に切り替えるため、軽症者は自宅療養、重症者は入院とい 

う原則のもとに医療体制を移行する。移行にあたっては、新型インフルエン 

ザ等の病原性、感染力の程度を踏まえ、有識者の意見を聴取する。 

  また、地域の患者発生状況等を踏まえ、加東健康福祉事務所が圏域内の医 

師会と連携・協力し地域の実情に応じた切り替えを行う。 

  対策レベル１から３まで（国が緊急事態宣言を行った場合を含む。）共通 

して以下の対策を実施する。国が緊急事態宣言を行った場合で、以下の対策 

の実施だけでは不足があるときは、特措法第 47条に基づき、必要な措置につ 

いて検討し、実施する。 

 

対策レベル１から３までを通じた基本的な医療体制 

（１）相談センターの縮小・解除 

  兵庫及び加東福祉事務所は、患者、感染者の発生状況や医療機関から専用 

 外来への患者紹介状況等を踏まえて、有症帰国者等に特化した対応の効果が 

 限られていると判断される場合は、相談センターの体制を縮小または解除す 

る。 

あわせて、新型インフルエンザ等患者の診療可能な専用外来及び外来協力 

医療機関を、新型インフルエンザ等が疑われる症状を呈している者の受診す 

<国が緊急事態宣言を行っている場合の措置> 

 県内感染期においては、感染拡大を止めることは困難であり、対策の

主眼を、早期の積極的な感染拡大防止から被害軽減に切り替える必要が

ある。このため、県内発生早期において期間を定めて実施している社会

活動制限の実施期間の終了をもって、状況に応じ対策レベル２又は対策

レベル１の対策に切り替える。 

 患者数の増加に伴い、地域における医療体制の負荷が過大となり、適

切な医療を受けられないことによる死亡者が増加する可能性がある。こ

のような状況においては、改めて、社会活動制限の実施期間および実施

区域を決定し、当該期間及び区域において、県内発生早期と同様の特措

法に規定する緊急事態措置として社会活動制限を実施する。 
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る医療機関として、ホームページ、チャイコムネット、自治会を通した全 

戸回覧、全戸配布チラシ、安心安全パトロール車等によって市民へ周知す 

る。 

 

（２）外来の医療体制 

   県内感染期においては、多数の患者を診療する必要があるため、通常の 

季節性インフルエンザを診る医療機関（以下、「一般医療機関」という。） 

においても診療を行うこととするが、患者の発生数、病原性の程度等に応 

じて、順次、一般医療機関が外来協力医療機関へ移行していくようにする 

など地域において柔軟に体制を構築する。専用外来は、一般医療機関、外 

来協力医療機関では対応の困難な重要患者等を優先的に診療する体制へ移 

行する。 

 

（３）入院の医療体制 

   入院勧告による感染拡大の抑制効果が低下した場合（例えば、感染源不 

明の患者が同一時期に、同一圏域内の複数圏域内の複数地域で発生してい 

る場合）、又は、感染源不明の患者の増加により、入院患者が感染症指定医

療機関等の病床数を超える状況となった場合には、新型インフルエンザ等患

者の入院措置（感染拡大の抑制のための勧告入院）を中止する。 

   入院患者の受入れは、基本的に、内科、小児科等の入院病床を有する医 

療機関（以下、「一般入院機関」という。）で対応するが、病原性の程度が 

高い場合等は、感染症指定医療機関及び入院協力医療機関で対応する。こ 

の場合において、地域で入院が必要な患者数が増加したときは、一般入院 

医療機関の個室等を利用した軽症者の受け入れや、感染症指定医療機関及 

び入院協力医療機関での臨時的な定員超過収容等により対応する。 

   小児、妊産婦、透析患者などで、二次保健医療圏域内の医療機関で入院 

が困難な場合は、圏域内に入院施設を求めるなど全県的な対応を行う。 

   また、さらなる患者像への対応として、臨時の医療施設による対応も検 

討される。 

   臨時の医療施設については、医療機関の敷地外の仮設建物、コミセン等 

の公共施設、ホテル等の宿泊施設などが考えられるが、既存の医療施設以 

外では、医療施設面等から高度な医療の提供は困難である。臨時の医療施 

設において医療の提供を受ける患者の例としては、外来診療で対応可能な 

程度の病状であるものの在宅療養を行うことが困難である患者が考えられ 

る。 
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（４）空床情報収集・共有システム 

   入院は、基本的に重症患者又は重症化する可能性のある患者が中心とな 

る。患者の入院調整については、二次保健医療圏域ごとに空床状況を把握 

する空床情報・共有システムにより、加東健康福祉事務所、県医師会、一 

般社団法人小野市・加東市医師会及び地域医療機関等の関係機関が空床情 

報を共有し、入院が必要な患者の紹介、受け入れを行う。 

 

（５）確定患者の感染症指定医療機関への搬送 

県内感染期においては、感染症法に基づく搬送は行わず、患者の病状に 

応じて医療機関、消防等の協力を得て救急搬送を行う。 

※感染症法第 21条では、同法第 19条又は第 20条の規定により入

院する患者を、都道府県知事が移送することができるとされている

が、政府行動計画においては、国内感染期にあっては、感染症法に

基づく入院勧告（措置）を中止し、一般の医療機関でも診療する体

制となる。 
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【基本的な医療体制】（主として対策レベル３の対応） 

(1) 県内感染期(感染拡大期) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 県内感染期(まん延期) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策レベル１ 

（１）医療提供体制 
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対策レベル１ 

  ア 外来医療体制 

  （ア）インフルエンザに対応した医療機関での診療の実施 

    ① 新型インフルエンザが疑われる者の外来診療は、一般医療機関で 

対応する。 

② 医療機関では、医療従事者のマスク着用、発熱患者のマスク着用、 

発熱患者とその他の待合区域を分ける等、院内感染対策（標準予防 

策と飛沫感染予防策）を講じる。 

  （イ）基礎疾患を有するもの等への対応 

     透析患者、小児患者、妊産婦及び基礎疾患を有する患者についても 

原則、かかりつけ医療機関で外来診療を行う。ただし、基礎疾患のコ 

ントロールが必要な患者については、主治医と連携して、透析等の必

要な医療を提供する。 

  イ 入院医療体制  

（ア）入院対象者 

①  軽症者は自宅療養とする。 

②  基礎疾患を有する者で症状の程度や基礎疾患の状態から重症化す

るおそれがある者については、主治医の判断により一般入院医療機

関で入院治療を行う。 

（イ）入院医療機関 

医療機関においては、陰圧病室又は換気の良好な個室対応など院内 

感染対策がとられている病床への入院を優先する。 

 

（２）検査体制 

   県が県内衛生研究所において実施する新型インフルエンザウイルス検査 

については、全患者検査から、重症者又は集団発生時の検査に切り替える。 

 

対策レベル２ 

（１）医療提供体制 

  ア 外来医療体制 

（ア）インフルエンザに対応した医療機関での診療の実施 

①  新型インフルエンザが疑われる者の外来診療は、一般医療機関で

対応する。 

②  重症化が懸念されるなど、一般医療機関での治療が難しい場合に

は、専用外来等へ紹介する。 

③  医療機関では、医療従事者のマスク着用、発熱患者のマスク着用、
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発熱患者とその他の患者の待合区域を分ける等、院内感染対策（標

準予防策と飛沫感染予防策）を徹底する。 

  （イ）重症化が懸念される者への対応 

   ① 透析医療機関においては、院内感染対策の徹底を図るとともに、時

間的・空間的な隔離等によって、自院の新型インフルエンザ等患者に

対する透析を実施する。また、透析患者で入院が必要な者については、

感染症指定医療機関、又は透析担当医師と感染症担当医師が連携して

治療を行える医療機関に入院のうえ透析を実施する。 

   ② 小児患者で入院が必要な場合を想定して、通常の小児救急を基本と

した病診連携を強化する。 

③  重症化した妊婦に対し、妊娠中及び周産期を通して、感染症治療が

総合的に行える医療体制を構築する。 

④  新型インフルエンザウイルスの病原性が変化したり、感染力が高く

なるなどした場合、発熱患者が増加し、医療機関の診療に支障をきた

すことが予測されるため、経過観察や検査入院などの患者で、数週間

の延期が可能なものについては、これを検討し、新型インフルエンザ

等の重症患者への医療を適切に提供する。 

  イ 入院医療体制 

①  軽症者は適切な投薬等を行ったうえで、自宅療養とする。 

②  基礎疾患を有する者でインフルエンザの症状の程度や基礎疾患

の状態から重症化するおそれがある者については、一般入院医療

機関で入院治療を行う。一般入院医療機関で入院治療が困難な場

合は、入院協力医療機関と連携して対応する。 

③  透析患者、妊産婦、特別な医療を必要とする患者はもとより、

インフルエンザ症状が重症化した患者に対応するため、専門医療

機関との連携を強化する。 

 

（２）検査体制 

   対策レベル１と同様 

 

対策レベル３ 

（１）医療体制 

  ア 外来医療体制 

    帰国者及び接触者以外からの新型インフルエンザ患者が継続して認め 

られる場合は、院内感染対策を実施したうえで、外来協力医療機関にお 

いて発熱・呼吸器症状等がある患者を診療する体制に移行する。 
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 専用外来は、外来協力医療機関では対応が困難な患者を優先的に診療 

する。 

（ア）外来協力医療機関の拡充 

専用外来以外の医療機関においては、専用の診療時間帯の確保や患 

者の動線分離による院内感染対策を講じて外来協力医療機関へ順次、 

移行する。 

     さらに感染が拡大した場合には、兵庫県及び加東健康福祉事務所と 

の協働により、一般社団法人小野市・加東市医師会及び近隣医師会の 

協力を得て、診療時間の延長、休日・夜間診療体制の強化を図る。 

     また、兵庫県及び加東健康福祉事務所に協力し、構造設備上の都合 

等により適切な院内感染対策が確保できないなどの理由で、適切な外 

来診療を受けられない場合等の状況下においては、必要に応じて公共 

施設や仮設テント等を活用した臨時的な外来の設置を検討する。 

     この場合においても、既存の医療施設に併設又は敷地内に仮設外来 

を設置するなど、既存の医療施設と連携した医療が行われるように努 

める。 

（イ）感染防止のための医療サービスの確保 

兵庫県及び加東健康福祉事務所との協働で、高齢者やかかりつけ患 

者が通院せずに診療できる往診や在宅医療サービスを医師会等関係機 

関と連携して確保するよう要請する。 

（ウ）ファクシミリ処方 

県及び加東健康福祉事務所は、国のファクシミリ処方に関する方針 

等が示された場合は、これを県医師会等と連携してかかりつけ医に周 

知する。慢性疾患等で定期的に受診している患者について、そのかか 

りつけ医が電話診療により新型インフルエンザ等への感染の有無や慢 

性疾患の状況について診断できた場合には、国の方針に基づき医師が 

抗インフルエンザウイルス薬の処方箋をファックスで発行する。 

（エ）診療の継続 

医療機関は、医療機関の従業員の勤務状況及び医療資器材・医薬品 

の在庫状況を確認し、新型インフルエンザ等やその他の疾患に係る診 

療が継続されるように調整する。 

 

イ 在宅療養への支援 

    市は、軽症者が在宅療養へと移行することに伴い、増加する在宅療養 

者に対して、訪問看護サービス等の支援を行う。 

  ウ 入院医療体制 
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    入院治療は、感染症指定医療機関及び入院協力医療機関において行 

う。 

    新型インフルエンザ等患者のうち、重症者以外は可能な限り自宅療養 

へと切り替えていく。 

（ア）空床等情報収集・共有システムの稼働 

兵庫県及び加東健康福祉事務所は、主治医が入院協力医療機関等との間 

で新型インフルエンザ等患者の入院調整ができるよう、新型インフルエン 

ザ等入院病床の空病床等の情報を得、加東健康福祉事務所、医療機関等が 

共有する「空床等情報収集・共有システム」を稼働する。 

（イ）さらなる医療機関の確保 

  ① 兵庫県及び加東健康福祉事務所は、入院施設を持つすべての病院（透 

析・精神等のあらかじめ選定した専門病院を除く。）に対して、入院患者 

の受け入れ協力を依頼する。 

② 入院患者の受け入れ協力を依頼された病院においては、休止病棟の活 

用、緊急的な定員超過入院等、一時的な入院病床の確保に向けたあらゆ 

る方策を検討する。 

③ 感染症指定医療機関及び入院協力医療機関においては、新型インフル 

エンザ等患者以外での、不急な入院患者の受け入れを抑制し、延期でき

る手術は延ばすなどして、当該医療機関の他の医療に支障を来さない範

囲内で、空き病床の確保に努める。 

 エ 医療関係者への要請等 

   市は、県が行う以下の要請に協力する。 

新型インフルエンザ等の患者に対する医療の提供を行うため必要があ

ると認めるときは兵庫県及び加東健康福祉事務所は、医師、看護師その他

の特措法施行令で定める医療関係者に対し、医療を行うよう要請をするこ

とができる。 

また、兵庫県及び加東健康福祉事務所は予防接種を行うため、必要があ

ると認めるときは、医療関係者に対して必要な協力の要請等をすることが

できる。 

（ア）要請等を行う状況 

   病原性が非常に高い場合などに要請等を検討する。なお、実際の要 

請等は慎重に行う。 

 (要請等を行う状況の例) 

  ・専用外来や臨時の医療施設など、日常診療とは異なる場において医 

療の提供を行う必要があり、そのための医療関係者を確保できない 

場合 
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  ・地域のほとんどすべての医療機関が診療を休止するなど当該地域に 

おける医療体制の確保が困難となり、当該地域に所在する医療機関 

に対し医療の提供を要請する場合 

（イ）要請等の内容 

   医療関係者への要請の内容等については、未発生期における医療関 

係者との協議・調整に基づくものとする。 

   要請の方法としては、医療関係者に対し個別に日常診療とは異なる 

場で医療の提供を行うことを要請する方法、又は、医療機関の管理者 

に日常診療とは異なる場若しくは当該医療機関において診療体制を 

構築することを要請する方法の２例が考えられる。 

 

（２）検査体制 

   県は、県内衛生研究所において実施する新型インフルエンザウイルス検 

査から死亡者、重症者、集団感染を中心とした検査に切り替えるとともに、 

検査能力を超えた場合には、他の県内衛生研究所等と連携して、相互協力 

体制をとる。 

   なお、医療機関においては、インフルエンザ様症状を呈する者が殆ど新 

型インフルエンザ陽性と判定される場合には、確定検査を待たず、医師の 

臨床診断を以て新型インフルエンザとして判定する。 

 

（３）加東健康福祉事務所の対応 

   加東健康福祉事務所は、医療機関、圏域内医師会等と協力し、重症化患 

者の入院受け入れ可能医療機関の把握、入院協力医療機関の確保、拡充に 

努めるため、市は必要により協力する。 

 

 

<国が緊急事態宣言を行っている場合> 

 国が緊急事態宣言を行っている場合には、上記の対策の実施だけでは不足が

あるときは、特措法第 47条に基づき、必要な措置について検討し、実施する。 

 また、地域の医療機関が不足した場合には、県は国と連携し、次の対策を実

施し、市は県に協力する。 

① 医療機関における定員超過入院 

② 臨時の医療施設を設置 

次の新型インフルエンザ等患者に医療の提供を行うため、医療従事者の

確保や感染防止などの衛生面に配慮したうえで臨時の医療施設を設置す

る。 
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  ・外来診療を受ける必要のある患者 

  ・病状は比較的軽度であるものの在宅療養を行うことが困難であり、入院 

   診療を受ける必要のある患者  等 

 

  なお、流行がピークを越えた後は、その状況に応じて、患者を医療機関に 

 移送する等により順次閉鎖する。 

 

５ 市民生活及び経済の安定の確保 

 

対策レベル１及び対策レベル２ 

（１）事業者への要請 

   県は国と連携して、県内の事業者に対し、従業員の健康管理を徹底する 

とともに、職場における感染対策を開始するよう要請し、市は協力する。 

 

（２）物資の流通確保 

   市は、ホームページ、チャイコムネット、自治会を通した全戸回覧、全 

戸配布チラシ、安心安全パトロール車等によって、食料品、生活必需品等 

の購入に当たって買占め等必要以上の消費行動を起こさず冷静に行動する 

よう市民へ呼びかける。事業者に対しては、食料品、生活関連物資等の価 

格が高騰しないよう、また、買占め及び売惜しみが生じないよう要請する。 

  

対策レベル３ 

（１）業務継続要請 

   市は、県から要請を受けた時には、市民へ水を安定的かつ適切に供給す 

るために必要な措置を講じるための業務を継続する。また、他の社会機能 

の維持にかかわる事業者に対して行う県の業務継続要請に協力する。 

 

（２）指定(地方)公共機関への要請 

   県は、指定(地方)公共機関に対し、各々が定める業務計画に基づき新型 

インフルエンザ等対策を実施するよう要請し、市は協力する。 

 

（３）遺体の火葬・安置 

   市は、随時、市内火葬場の火葬能力について最新の情報を把握するとと 

もに、県及び加東健康福祉事務所と連携して、近隣火葬場の情報も入手す 

る。 

   市は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携し、円滑な火葬 



-79- 

 

が実施できるよう努める。また、火葬場の火葬能力に応じて、臨時遺体安 

置所として準備している場所を活用し、遺体の保存を適切に行う。 

<国が緊急事態宣言を行っている場合の措置> 

 国が緊急事態宣言を行っている場合には、上記の対策に加え、必要に応

じ、県内発生早期と同様の対策を行う。 

 また、県内感染期においては、これらに加えて、次の(7)及び(8)の対策

を行う。 

 

（１）事業者のサービス水準の低下にかかる市民への呼びかけ 

   住民に対し、新型インフルエンザ等がまん延した場合には、事業者 

のサービス水準が低下することがあることを許容するよう呼びかけ 

る。 

（２）緊急物資の輸送の要請 

  ア 県は、緊急の必要がある場合には、運送事業者である指定(地方) 

公共機関に対し、食料品等の緊急物資の輸送を要請する。 

  イ 県は、緊急の必要がある場合には、県と新型インフルエンザ等発 

生時の医薬品等の流通に係る協定に基づき、県医薬品卸売協会等に 

対し、医薬品又は医療機器の配送を要請する。 

  ウ 正当な理由がないにもかかわらず、上記の要請応じないときは、 

県は、必要に応じ、指定(地方)公共機関に対して、輸送又は配送を 

指示する。 

（３）生活関連物資等の価格の安定等 

   市は県及び加東健康福祉事務所との協働により、生活関連物資等の 

価格が高騰しないよう、また、買占め及び売惜しみが生じないよう、 

調査・監視をするとともに、必要に応じ、関係事業者団体等に対して 

供給の確保や便乗値上げの防止等の要請を行う。また、必要に応じ、 

市民からの相談窓口・情報収集窓口の充実を図る。 

（４）犯罪の予防・取締り 

   県警察及び県は、混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪を防止す 

るため、犯罪情報の集約に努め、県警察は、悪質な事犯に対する取締 

りを行う。市は、市民への広報啓発活動等の協力をする。 

（５）指定(地方)公共機関の事業継続 

指定(地方)公共機関は、国が緊急事態宣言を行った場合には、以下 

に示すとおり、特措法に基づき自ら定めた事業計画を実施する責務を 

負っている。 

市は、水道事業者として、業務計画で定めるところにより、消毒そ
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の他衛生上の措置を万全に行い、水を安定的かつ適切に供給するた

めに必要な措置を講ずる。 

 また、その他の指定(地方)公共機関の事業継続を支援する。（電

気・ガス事業者、運送事業者、電気通信事業者、郵便事業を営む者

及び一般信書便事業者） 

（６）登録事業者への要請 

登録事業者は、国が緊急事態宣言を行った場合には、医療の提供

並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務の継続的な実施

が求められる。県は、登録事業者に対し、必要に応じ、国の緊急事

態宣言の内容等について情報提供を行うなど業務継続についての要

請を行う。 

（７）新型インフルエンザ等発生時の要援護者への生活支援 

市は、国からの要請を受けて、在宅の高齢者、障がい者等の要援

護者への生活支援（見回り、介護、訪問診療、食事の提供等）、輸送、

死亡時の対応等を行う。 

（８）埋葬・火葬の特例等 

   ア 市は、国・県の要請により、可能な限り火葬炉を稼働させる。 

   イ 市は、死亡者が増加し、火葬能力の限界を超えることが明らか 

    になった場合には、一時的に遺体を安置する施設等を直ちに確保 

する。 

   ウ 県及び加東健康福祉事務所は、遺体の埋葬及び火葬について、 

    墓地、火葬場等に関連する情報を広域的かつ速やかに収集し、遺 

体の搬送の手配等を実施する。 
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Ⅶ 小康期の対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅱ）対策の内容 

１ 実施体制 

  実施体制について、評価、検討し、必要に応じ体制の見直しを行う。 

 

（１）市の体制 

   市は、緊急事態解除宣言が行われたときは、市対策本部を廃止し、状況 

に応じて、第二波の流行に備えた警戒体制に移行するなど、適切に対応す 

る。 

 

（２）対策の分析・評価 

   市は、実施した対策に関する評価を行い、必要に応じ行動計画や事業内 

容の見直しを行う。 

 

（Ⅰ）基本的事項 

新型インフルエンザ等の状態 

・新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水準でとどまってい

る状態 

・大流行は一旦終息している状況 

小康期における対策の目的 

（１）市民生活及び経済の回復を図り、流行の第二波に備える。 

小康期における対策の考え方 

（１） 第二波の流行に備えるため、第一波に関する対策の評価を行うとと 

もに、資器材、医薬品の調達等、第一波による医療体制及び社会・経 

済活動への影響から早急に回復を図る。 

（２） 第一波の終息及び第二波発生の可能性やそれに備える必要性につい 

て市民に情報提供する。 

（３）情報収集の継続により、第二波の発生の早期探知に努める。 

（４）第二波の流行による影響を軽減するため、住民への予防接種を進め 

る。 
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２ 情報収集・提供 

  情報収集・提供として実施した対策について、評価、検討し対策の見直し

を行う。 

 

（１）情報収集 

  ア サーベイランス 

    県は、平常時のサーベイランスを継続するため、市は情報を入手する。 

  イ 情報提供 

 市はホームページ、チャイコムネット、自治会を通した全戸回覧、全 

戸配布チラシ、安心安全パトロール車等により、県が発出した安心宣言 

の内容と第二波に備えた情報提供、注意喚起を行う。 

 

（２）相談窓口の縮小・閉鎖 

   兵庫県及び加東健康福祉事務所は、状況を見ながら、国からの縮小要請 

を受けてコールセンター等相談窓口の体制を縮小、閉鎖するため、市もこ 

れに準じ、相談窓口を縮小、閉鎖する。 

 

３ 予防・まん延防止 

  予防・まん延防止として実施した対策について、評価、検討し対策の見直 

しを行う。 

 

（１）予防接種 

   市は流行の第二波に備え、国及び県、加東健康福祉事務所と連携して予 

防接種法第 6条第 3項に基づく住民接種を進める。 

 

（２）社会活動の制限等 

   海外発生期(県内未発生期)と同様の対策に切り替え、第二波の発生に備 

えて、対策内容の見直しを行う。 

 

４ 医療体制 

  医療体制として実施した対策について、評価、検討し対策の見直しを行う。 

 

<国が緊急事態宣言を行っている場合の措置> 

 市は、国が緊急事態宣言を行っている場合には、必要に応じ、国及び県、

加東健康福祉事務所と連携し、流行の第二波に備え、特措法第 46条に基

づく住民に対する予防接種を進める。 
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（１）医療機関での対応 

 県及び加東健康福祉事務所は、患者の発生状況を勘案したうえで平常の 

医療体制に戻す。 

 

（２）抗インフルエンザウイルス薬 

  ア 県は、流行の第二波に備え、必要に応じ、抗インフルエンザウイルス 

薬の備蓄を行う。 

  イ 国において新型インフルエンザ等についての知見が整理され、適正な 

抗インフルエンザウイルス薬の使用を含めた治療指針が示された場合は、 

県は、医療機関に対し周知する。 

 

 

５ 市民生活及び市民経済の安定の確保 

  地方(指定)公共機関と共に、市民生活及び経済の安定の確保として実施し

ていた対策について、評価、検討し対策の見直しを行う。 

 

事業の再開 

  県は、事業者に対し、流行状況を踏まえつつ、事業継続に不可欠な重要業 

務への重点化のために縮小・中止していた業務を再開しても差し支えない旨 

を周知するため、市は協力する。 

 

  

<国が緊急事態宣言を行っていた場合の事後措置> 

 国が緊急事態宣言を行っていた場合は、必要に応じ、県内感染期に講じ

た措置を適宜、縮小・中止する。 

<国が緊急事態宣言を行っていた場合の事後措置> 

 国が緊急事態宣言を行っていた場合は、以下の対策を行う。 

（１）業務の再開 

県は国と連携し、事業者に対して、各地域の感染動向を踏まえつ 

つ、事業継続に不可欠な重要業務への重点化のために縮小・中止して 

いた業務を再開しても差し支えない旨を周知するため、市は協力す 

る。 

（２）緊急事態措置の縮小・中止等 

   市は、県内、地域の状況等を踏まえ、対策の合理性が認められなく 

なった場合には、特措法に基づく緊急事態措置を縮小・中止する。 
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【 用 語 解 説 】 

 

※アイウエオ順 

 

○ インフルエンザウイルス 

インフルエンザウイルスは抗原性の違いから、A 型、B 型、C 型に大きく分類される。 

人でのパンデミックを引き起こすのは A 型のみである。A 型はさらに、ウイルスの表面

にある赤血球凝集素(ＨＡ)とノイラミニダーゼ(NA)という、2 つの糖蛋白の抗原性の違

いにより亜型に分類される。(いわゆる A/H1N1、A/H3N2 というのは、これらの亜型を

指している。) 

 

○ 外来協力医療機関 

県内感染期において、新型インフルエンザ患者の外来診療を行う医療機関。（通常、季節

性インフルエンザを診ている一般医療機関から順次移行） 

 

○ 感染症指定医療機関 

 感染症法に規定する特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、 

第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関のこと。 

 ＊特定感染症指定医療機関：新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類 

   感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医 

療機関として厚生労働大臣が指定した病院。 

 ＊第一種感染症指定医療機関：一類感染症、二類感染症又は新型インフルエ 

ンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指 

定した病院。 

  ＊第二種感染症指定医療機関：二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症 

  患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院。 

 ＊結核指定医療機関：結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関とし 

   て都道府県知事が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして 

政令で定めるものを含む。)又は薬局。 

 

 

○ 感染症病床 

病床は、医療法によって、一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床に区

別されている。感染症病床とは、感染症法に規定する新感染症、一類感染症、二類感染

症及び新型インフルエンザ等感染症などの患者を入院させるための病床である。 
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○ 空病床情報収集・共有システム 

感染症指定医療機関及び入院協力医療機関の空き病床数等の情報を集約し、 

県内の空き病床の状況を医療機関、医師会等へ情報提供する体制。 

 

○ 抗インフルエンザウイルス薬 

インフルエンザウイルスの増殖を特異的に阻害することによって、インフルエンザの症

状を軽減する薬剤。ノイラミニダーゼ阻害剤は抗インフルエンザウイルス薬の一つであ

り、ウイルスの増殖を抑える効果がある。 

 

○ 個人防護具(Personal Protective Equipment：PPE) 

  エアロゾル、飛沫などの曝露のリスクを最小限にするためのバリアとして装着するマ

スク、ゴーグル、ガウン、手袋等をいう。病原体の感染経路や用途(スクリーニング、

診察、調査、侵襲的処置等)に応じた適切なものを選択する必要がある。 

 

○ コールセンター 

  県内発生早期から県民からの新型インフルエンザに係る一般的な相談及び受診に関す

る相談を受け付ける窓口。(県及び保健所設置市で各 1 か所設置予定) 

 

○ サーベイランス 

  見張り、監視制度という意味。 

  疾患に関して様々な情報を収集して、状況を監視することを意味する。特に、感染症

法に基づいて行われる感染症の発生状況(患者及び病原体)の把握及び分析のことを示

すこともある。 

 

○ 指定届出機関 

  感染症法に規定する五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三

類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるもの

の発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所として、都道府県知事が指定したも

の。 

○ 死亡率(Mortality Rate) 

  ここでは、人口 10 万人当たりの、流行機関中に新型インフルエンザ等にり患して死亡

した者の数。 

 

○ 症例定義 

  国への「報告基準」である。新型インフルエンザや新感染症はまだ発生していないた

め、発生後にその基準が作られ、国の統一した基準により発生状況等を把握し対策を
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行うことになる。また感染症法における入院勧告や就業制限を行う際の適用基準にも

なる。 

   なお「症例定義」は医師の臨床診断や保険病名を制約するものではない。 

 

○ 新型インフルエンザ 

  新たに人から人に感染する能力を有することとなったインフルエンザウイルスを病原

体とする人の感染症のインフルエンザをいう。毎年流行を繰り返す季節性のインフル

エンザとはウイルスの抗原性が大きく異なり、ほとんどの人がそのウイルスに対する

免疫を獲得していないため、ウイルスが人から人へ効率良く感染し、急速かつ大規模

なまん延を引き起こし、世界的大流行(パンデミック)となるおそれがある。 

 

○ 新型インフルエンザ(A/H1N1)／インフルエンザ(H1N1)2009 

  2009年(平成 21年)4月にメキシコで確認され世界的大流行となったH1N1亜型のウイ

ルスを病原体とするインフルエンザをいう。「新型インフルエンザ(A/H1N1)」との名称

が用いられたが、2011 年(平成 23 年)3 月に、大部分の人がそのウイルスに対する免疫

を獲得したことから、季節性インフルエンザとして扱い、その名称については、「イン

フルエンザ(H1N1)2009」としている。 

 

○ 専用外来 

  海外発生期及び県内発生早期において、発生国からの帰国者、新型インフルエンザ等

患者の濃厚接触者など新型インフルエンザが疑われる患者の外来診療を行う医療機関。 

 

○ 相談センター 

  海外発生期及び県内発生早期において、発生国からの帰国者、新型インフルエンザ患

者の濃厚接触者からの医療機関受診に関する相談を受け付け、専用外来を紹介する業務

を行う健康福祉事務所(保健所)等。 

 

○ 相談窓口 

  疾病に関する相談や生活相談など住民の生活に密着した内容の相談業務を行う市町の

窓口。 

 

○ 致命率(Case Fatality Rate) 

  流行期間中に新型インフルエンザに罹患した者のうち、死亡した者の割合。 

 

○ 入院協力医療機関 

  県内感染期において、新型インフルエンザ患者の入院医療を行う医療機関。 
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○ 濃厚接触者 

  新型インフルエンザ等の患者と濃密に、高頻度又は長期間接触した者(感染症法におい

て規定される新型インフルエンザ等に「かかっていると疑うに足りる正当な理由のある

者」が該当。発生した新型インフルエンザ等の特性に応じ、具体的な対象範囲が決まる

が、例えば、患者と同居する家族等が想定される。 

 

○ 発病率(Attack Rate) 

  新型インフルエンザの場合は、全ての人が新型インフルエンザのウイルスに曝露する

リスクを有するため、ここでは、人口のうち、流行期間中に新型インフルエンザに罹患

した者の割合。 

 

○ パンデミック 

  感染症の世界的大流行。 

  特に新型インフルエンザのパンデミックは、ほとんどの人が新型インフルエンザのウ

イルスに対する免疫を持っていないため、ウイルスが人から人へ効率よく感染し、世界

中で大きな流行を起こすことを指す。 

 

○ パンデミックワクチン 

  新型インフルエンザが発生した段階で、出現した新型インフルエンザウイルス又はこ

れと同じ抗原性をもつウイルスを基に製造されるワクチン。 

 

○ 病原性 

  新型インフルエンザ対策においては、ヒトがウイルスに感染した場合の症状の重篤度

として用いることが多い。なお学術的には、病原体が宿主(ヒトなど)に感染して病気を起

こさせる能力であり、病原体の侵襲性、増殖性、毒素の産生能、宿主防衛機構の抑制能

などを総合した表現。 

 

○ プレパンデミックワクチン 

  新型インフルエンザが発生する前の段階で、新型インフルエンザウイルスに変異する

可能性が高い鳥インフルエンザウイルスを基に製造されるワクチン。(現在、我が国では

H5N1 亜型の鳥インフルエンザウイルスを用いて製造) 

 


